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午前９時００分開議

○議長（安部 重助君） 皆さん、おはようございます。

本日は、多くの区長様方に傍聴に来ていただきまして、どうもありがとうございます。

ただいまの出席議員数は１２名であります。定足数に達しておりますので、第６８回

神河町議会定例会第２日目の会議を開きます。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

日程に入る前に、お知らせをいたします。前田総務課長におかれましては選挙管理業

務のため９時から２時間程度、坂田教育課参事におきましては山村留学保護者面談のた

め午後より、それぞれ欠席届が出ておりますので、御了承願います。

次に、傍聴者の皆さんにお願いいたします。

会議の傍聴につきましては、地方自治法第１３０条第３項の規定に基づき定めており

ます神河町議会傍聴規則を必ずお守りいただきますようお願いいたします。なお、注意

事項等につきましては、傍聴席入り口に掲示しておりますので、御確認ください。また、

携帯電話をお持ちの方につきましては、電源を切っていただきますようお願い申し上げ

ます。

それでは、会議を開きます。

⋞ ⋞

日程第１ 第３２号議案から第４４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１、第３２号議案から第４４号議案、平成２８年度各会

計予算を一括議題といたします。

町長の所信表明並びに第３２号議案、平成２８年度一般会計予算の提出者の説明を求

めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） おはようございます。

先ほど議長の挨拶にもございましたが、本日は区長会からの多数の傍聴、まことにあ

りがとうございます。どうぞよろしくお願いしたいと思います。

それでは、私のほうから第３２号議案の提案説明をさせていただきたいと思います。

お手元の資料、平成２８年度神河町一般会計等予算説明資料の１ページをお開きいた

だきたいと思います。その資料に基づいて提案説明をさせていただきます。

平成２８年度の予算並びに諸議案の御審議にあわせて、私の町政に対する所信の一端

を申し述べ、議員各位並びに町民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。
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私は、町民の皆様を初め各方面の皆様から温かい御支援を賜り、現在、２期目の町政

運営の重責を担わせていただいてから２年と３カ月が経過いたしました。皆様の信頼と

期待にお応えするため、新たな決意と情熱を持って、さらなる町政発展と「住むならや

っぱり神河町」を目指して、神河町の地域創生に全力で取り組んでまいる所存でありま

す。昨年、本町は、合併してから１０周年を迎えました。記念式典には、多数の御来賓

並びに町民、関係各位の方々に御臨席いただき、１０年の歩みへの感謝と、これからの

まちづくりへの新たな出発に向け、盛大に祝うことができました。改めて、まちづくり

は、そこに住む人たちで築き上げていく、地域全体、町挙げて取り組んでいくことの重

要性を再認識させていただきました。そしてさらなる町の発展のために、町民の皆様を

初め関係各位の町政への御協力をお願いいたしました。と同時に、次につながる新しい

まちづくりへの第一歩が踏み出せたことを大変うれしく思ったところです。

さて、平成２７年度の我が国の経済は、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投

資を喚起する成長戦略を柱とする経済財政政策の推進により、雇用⋞所得環境が改善し、

緩やかな回復基調が続いております。一方、景気回復と物価上昇を目指した日銀のマイ

ナス金利導入は、円高株安を加速させる結果となるなど、継続した経済の安定が求めら

れています。政府は、一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策を取りまと

め、その緊急対策等の効果もあって景気は緩やかな回復に向かっており、平成２８年度

においても引き続き改善し、経済の好循環がさらに進展するとともに、堅調な民需に支

えられた景気回復が見込まれております。

そのような経済情勢の中、取りまとめられた平成２８年度の国の予算案は、対前年度

比 ４％増の９６兆２１８億円で、高齢化で医療や介護など社会保障費が膨らみ、過

去最大の予算規模となっております。強い経済の実現、将来への安全の確保、そして誰

もが生きがいを持って充実した生活を送ることができる一億総活躍社会の実現に向けた

子育て支援、介護サービス等の施策や防衛、外交に重点配分がされております。

一方、地方財政対策の計画額は、対前年度比９９０億円、 ６％増の８５兆７０

０億円であり、その安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額は、対前年度比３

０７億円、 ２％増の６１兆７９２億円と、平成２７年度地方財政計画を上回る額が

確保されております。そのうち地方交付税の総額は、対前年度比５４６億円、 ３％減

の１６兆００３億円となっております。平成２７年度に創設されたまち⋞ひと⋞しご

と創生事業費は前年同様１兆円が確保され、また、新たに地方の喫緊の課題に対応する

ため重点課題対応分として５００億円が計上されました。

その一方では、地方税が増収となる中で、赤字地方債である臨時財政対策債の発行を

大幅に抑制するとともに、リーマンショック後の地方財政の危機的モードから平時モー

ドへの切りかえを進めるため、歳出特別枠と別枠加算を減額することとなっております。

そして去る１月２２日には安倍内閣の施政方針が示され、未来へ挑戦する国会として、

経済成長、少子化高齢化、安全保障環境への挑戦、地方創生への挑戦、一億総活躍への
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挑戦、よりよい世界への挑戦を掲げ、いかなる困難な問題にも果敢に真正面から挑戦し、

結果を出していくとの決意を表明され、大いにその実行力、リーダーシップに期待する

ところであります。

続きまして、神河町の財政状況でございます。

平成２６年度決算における神河町の財政状況では、財政の健全性を示す健全化判断比

率である実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率は、いずれ

も早期健全化判断基準を下回り、改善いたしております。特に実質公債費比率は、公債

費負担適正化計画の着実な実行により計画のとおり平成２６年度で１ ９％となり、１

８％未満を達成いたしました。しかしながら、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は

８ ９％と前年度より ４％悪化しており、依然として類似団体より高い水準で推移し、

硬直化が顕著になってきており、財政運営に余裕がなくなってきております。

一方、一般会計の財政調整基金は計画のとおり積み立てており、平成２６年度末残高

は１８億４５４万円となっております。また、合併特例債を活用したまちづくり基金

は、平成２６、２７年度の２年間で１０億９８０万円の積み立てを行い、着実に財政

基盤の強化を図ってまいりました。今後の財政状況を見通しますと、普通交付税が一本

算定へ向けて減額し、さらには、５年ごとに実施される国勢調査人口の減少により普通

交付税が減額していくことなどから、ますます一般財源収入が減少し、大幅な財源不足

が見込まれ、大変厳しい財政運営になると推測しております。しかしながら、これから

も持続可能な財政運営を行い、地域創生や社会経済情勢を捉えた施策や必要不可欠な住

民サービスを継続していくには、さらなる事業の選択と集中による重点化と行財政改革

の取り組みにより財政負担の軽減と平準化を実現し、予算総額及び一般財源額の縮小を

図り、身の丈に合った予算規模にしていかなければならないと考えております。

平成２８年度の町政運営につきましては、神河町の地域創生を第一に、第１日目で提

案させていただきました新しい課でありますひと⋞まち⋞みらい課を設置しながら、昨

年１０月に策定しました神河町地域創生総合戦略の事業一覧表、アクションプログラム

の４つの基本項目に沿った即効性のある実現可能な事業を最優先し、町の存続をかけて

集中的に強力かつ全力で推し進めてまいります。

加えて、第１次神河町長期総合計画の後期基本計画に基づく事業を着実に推進するこ

とを基本とし、「～愛⋞やさしさ～子どもからお年寄りまで、豊かな愛情⋞やさしさに

つつまれるまち」、「～命⋞いきいき～自然の恵みと共にいき、力強い命の躍動⋞活力

をはぐくむまち」、「～心⋞ふれあい～住民どうしの顔が見え、人と人との心のふれあ

いが生まれるまち」の３つのまちづくりの目標を基本理念とし、「ハートがふれあう住

民自治のまち」の実現を目指して、まちづくりの６つの柱の方針に沿った町政を進めて

まいります。そして「住むならやっぱり神河町」を目指して取り組んでまいります。

町長就任以来、基本としております町民の皆様一人一人との対話や集落懇談会を通し

ての意見交換などを大切にしながら耳を傾け、町政推進に当たってまいります。これら

－７９－



の施策を効率的かつ効果的に推進し、町民の皆様に満足していただける成果が得られる

ように、費用対効果や事務事業のＰＤＣＡサイクルを意識した事業執行により、さらな

る町民サービスの向上に結びつく行政運営に取り組んでまいります。町民の皆様におか

れましても、常に町政に関心を持っていただくとともに、自分たちもまちづくりの担い

手であるという意識を持っていただき、「ハートがふれあう住民自治のまち」の実現と、

そして我が町の地域創生に向けて、ともに活躍していただくようお願いするものであり

ます。

次に、平成２８年度の当初予算編成の基本的な考え方について申し上げます。

平成２８年度一般会計当初予算は、対前年度比５億７６０万円、 ２％増の９２億

７００万円の予算案を編成いたしました。

歳出につきましては、これまで人口減少対策が最大の課題と捉え、毎年度、新しい施

策を創設しながら実施してきました子育て世代への支援や地域経済の活性化、町民の安

心⋞安全などのさまざまな事業予算を計上するとともに、引き続き、町民生活に必要不

可欠な行政サービスの経費も確実に予算を計上したところであります。また、最重点施

策として、１つ、神河町地域創生事業、２つ、公立神崎総合病院北館改築事業、３つ、

峰山高原スキー場整備事業、４つ、防災行政無線システム整備事業に重点配分を行いま

した。特に地域創生関係予算につきましては、新規事業を含め、継続事業や関連事業な

ど、これまでの取り組みを継続、そして拡充しながら予算に反映しております。そして

各区からの要望事業につきましても、引き続き予算を計上いたしました。

歳入につきましては、町税の減収とともに、地方交付税も国勢調査人口の減少を反映

したため減額を見込んでおり、不足する一般財源については、財政調整基金の繰入金や

地方債を増額し、財源確保を行ったところです。なお、先般、平成２７年１０月１日を

基準日とする国勢調査人口が発表され、神河町は１万４６２人となりました。５年前

の平成２２年と比べますと、８２７人の減少となったところでございます。

次に、主要施策の取り組みについて御説明させていただきます。これから御審議をい

ただきます平成２８年度当初予算案は、別冊のとおりとなっているところでございます

が、ここでは、特に最重点施策と長期総合計画の６つのまちづくりの柱に沿って説明を

させていただきます。

最初に、最重点施策についてでございます。

最重点施策の第１として、神河町地域創生事業であります。

神河町地域創生総合戦略の事業一覧表、アクションプログラムの４つの基本項目に沿

って、即効性のある実現可能な事業を最優先し、実施をしてまいります。平成２８年度

から本格的なスタートとなり、強力に推し進めるために、新しい課を設置するとともに、

国の地方創生人材支援制度を活用し、国家公務員の派遣を受けて、各事業実施に当たっ

ての中核を担っていただくことを考えております。

続きまして、基本項目に沿って御説明いたします。
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基本項目第１の「豊かな自然を活かし、安定した仕事を創造する」では、これまで町

の発展を支えてきた農林業や既存企業の維持強化を図るとともに、魅力ある観光地づく

りと連携した地域ブランドの確立、さらには、新規創業による新産業の創造を通じた神

河町における安定した仕事づくりを基本目標に、新規創業に対する支援、環境保全型農

業への取り組みへの支援、かみかわブランドの発掘やＰＲなどを進めてまいります。そ

して新たに商工会と連携しながら、新しい分野への事業進出や販路拡大を行う事業者へ

の支援にも取り組んでまいります。魅力ある観光地としていくために、無線ＬＡＮを順

次設置してまいります。

基本項目第２の「地域の魅力を高め、交流から定住をとつなげる」では、今後、都市

部から神河町へ移住してもらうためには、こうした地域の魅力を外に向かって情報発信

していくとともに、住民自身が、この町に生まれ住んでよかったと思えるような居住環

境の形成、まちづくりをさらに進めていくことを基本目標に、ＵＪＩターンでの移住引

っ越し費用の一部助成、若者世帯に対する家賃や住宅取得費用の一部助成、集落支援員

や地域おこし協力隊の配置による交流や、地域での仕事づくりなどから定住促進を図る

取り組みなどを引き続き進めてまいります。そして新たに、移住相談窓口の設置、観光

⋞移住促進の情報発信を強化するための専門員の配置、神河町の地域創生をより向上さ

せるために民間企業人のノウハウを活用する事業、そして転入した際に必要となるケー

ブルテレビ、上下水道の加入負担金の免除などに取り組んでまいります。

基本項目第３の「希望をもって結婚⋞出産⋞子育てできる社会を実現する」では、子

供を産み育てたいと願う人々に対して、周産期⋞小児医療、保育、仕事との両立、ワー

ク⋞ライフ⋞バランスなどの面での困難を解消し、安心して子育てできる環境を提供し

ていくことを基本目標に、出会いの機会を提供する縁結び事業、安心して出産していた

だけるように妊婦の健康診査や不妊治療への助成、中学３年までの医療費の無料化、保

護者の方の仕事と育児を支援するための学童保育と放課後子ども教室の開設などに引き

続き取り組んでまいります。そして新たに、出産届の際のお祝い品の贈呈、保育所⋞幼

稚園の保護者負担金の軽減などに取り組んでまいります。

基本項目第４の「安心して過ごせる豊かな暮らしを創造する」では、高齢化の時代に

合った安心で生きがいのある暮らしが実現できる環境や、子供の時代から地域の人々と

触れ合い、地域を深く知る機会を提供していくことを基本目標に、平成２７年度で中学

２年生を対象として取り組んだ子どもの夢を叶える事業についても、継続した取り組み

として実施してまいります。そして新たに、高校生や若者を対象に魅力あるまちづくり

への提案をしてもらうことによって、少しでも町への愛着を高め、そして若者定住につ

なげてもらう若者交流会を設置したいと考えております。また、活力ある地域づくりと

して、民間事業者から旧粟賀小学校跡地の活用方策の提案を受けるＰＦＩ事業に取り組

んでまいります。災害時の情報伝達手段として、防災行政無線システムの整備を進めて

まいります。
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この神河町地域創生総合戦略につきましては、平成３１年度までの５カ年で集中して

取り組む計画となっており、新規事業を含め継続事業や関連事業など、これまでの取り

組みを継続、そして拡充しながらその効果を高めてまいります。さらに、中⋞長期的展

望に立った５０年、１００年先を見据えた町のグランドデザインを展望し、そのビジョ

ン策定にも取り組んでまいります。

続きまして、最重点施策の第２として、公立神崎総合病院北館改築事業であります。

公立神崎総合病院は、地域になくてはならない病院であるという共通認識のもと、夢

のある北館改築の実現に向け取り組んでおります。現在、北館改築検討委員会を設置し、

病院ワーキンググループにより北館機能や病院の運営シミュレーション等についてそれ

ぞれに協議を進めております。改築計画につきましては、地域の中核病院として、必要

な診療機能への対応、療養環境の向上、効率的な病院運営、魅力ある環境づくりを基本

に整備してまいりたいと考えております。計画では、平成２８年度に基本設計、実施設

計、平成２９年度と３０年度の２カ年で改築工事を行い、平成３１年３月末の完成予定

といたしております。したがいまして、平成２８年度は基本設計と実施設計の予算を計

上し、進めていくこととしております。

続きまして、最重点施策の第３として、峰山高原スキー場整備事業であります。

神河町の弱点である冬場の集客に向け、大河内高原の冬場の魅力づくり、さらには、

高原の魅力アップとして、峰山高原スキー場整備を神河町地域創生総合戦略における企

業誘致等の推進並びに重要なハード整備と位置づけ、現在、事業着手に向け各関係機関

と協議を進めているところであります。本事業は、冬場の魅力づくりにとどまらず、夏

の集客や希少植物を活用した高原の魅力アップはもちろんのこと、高原、名水、銀の馬

車道エリアをつなぎ、四季を通じた神河町の魅力を高めるとともに、雇用創出、そして

何よりも地域経済の好循環が期待されております。この事業は辺地対策事業として実施

するものでありまして、計画では平成２８年度と２９年度の２カ年で整備する予定とし

ております。

この経過につきましては、昨日、辺地に係る公共的施設の総合整備計画策定に係る第

１８号議案でも申し上げたところですが、峰山高原かんぽレクセンター撤退の後を受け

まして、平成２年には兵庫県が６大プロジェクトの１つとして兵庫大河内高原公園都市

構想を発表、その後、経済事情の変化により構想は頓挫をし、現在運営のホテルリラク

シアは、当初は県が８０名定員で運営する予定でありましたが、町が１２０名定員にこ

だわり、現在の運営となりました。なお、建設事業費につきましては県で負担していた

だいております。

当時の構想の中にも、スポーツ⋞レジャーゾーンとして峰山地区でのスキー場計画が

ありました。平成２７年度は、積雪を生かした冬場の魅力アップのため、兵庫県の全面

支援の中で進めております地域創生のリーディングプロジェクト「神河の贈る極上の冬

時間」は、積雪というこれまでのマイナスイメージを逆手にとったその地域の持つ資源
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を強みに変えたことで、インバウンドを含め多くの方に冬の魅力を伝え、楽しんでいた

だいているところです。ホテルリラクシアは、冬季には積雪があり、冬場は基本的に休

館としておりましたが、このスキー場計画により年間を通しての利活用が可能となるわ

けであります。昨年１０月、議会の御承認もいただきました神河町地域創生総合戦略に

おいても、この峰山高原の豊かな自然環境を生かした冬場の魅力づくりとしてスキー場

の整備を位置づけておりまして、地元雇用の増大と入り込み客の増大による地域経済の

活性化につなげていくことが神河町にとっての大きな地域創生そのものであります。な

お、このスキー場整備につきましては、起債残額の町費負担分については、施設使用料、

協力金などとして指定管理業者から神河町へ収入していただくものであります。

最後に、最重点施策の第４として、防災行政無線システム整備事業であります。

昨年から進めております災害時の緊急放送手段であるケーブルテレビの告知放送にか

わる無線を利用した放送設備として、町内全戸を網羅する防災行政無線の整備工事に着

手することとしており、その事業費の予算を計上し、進めていくこととしております。

加えて、平成２６年度に改定しました洪水ハザードマップにつきましても、新たな浸水

想定区域の追加や指定緊急避難場所等を反映したものに更新することとしており、その

更新費用の予算を計上し、安全⋞安心なまちづくりを推進強化してまいります。

次に、長期総合計画の６つのまちづくりの柱についてでございます。

まちづくりの柱の第１は、子どもたちが愛情にまもられて育つまちづくりであります。

本町においては、平成２７年の出生数は７０人と前年より２６人ふえており、改善傾

向があらわれております。これまでの施策の効果が少なからず出ているのではないかと

思われますが、これで少子化に歯どめがかかったとは考えてはおりません。これまで以

上に安心して子供を産み育てられる環境づくりに引き続き取り組んでまいります。新た

に支援を必要とする妊産婦の方や子育て家庭への支援プランの作成、そして適切な支援

が継続して受けられることを目的に、子育て世代包括支援センターを設置し、ワンスト

ップ窓口による妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を行っていくため

の体制をつくってまいります。

健やかに子供が育つ保育所や幼稚園での保育や教育につきましては、子ども⋞子育て

支援制度に基づく施策の取り組みにより、ニーズに応じた質の高い保育や教育の提供に

努めてまいります。また、保育料につきましては、国の基準から多子世帯の所得制限を

撤廃した上で、保育所は１０％の軽減、幼稚園は２０％の軽減により子育て世帯の負担

軽減を行ってまいります。

学校教育につきましては、第２期かみかわ教育創造プランの基本理念「ふるさとを愛

し心豊かで自立したかみかわの人づくり」を基本に、神河町の将来のまちづくりを担う

子供が安心して快適に学べる学校施設や教育環境の整備充実を図ってまいります。また、

小⋞中学生に対しては、ふるさと郷土への愛着と誇りを育む、村を守ろう、地域を守ろ

う、町を守ろう教育への取り組みにより心豊かな人材を育んでまいります。その一環と
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して、昨年度から実施しております土曜チャレンジ学習事業を拡充をし、地域の多様な

経験や技能を持つ達人の方々の協力を得ながら引き続き実施してまいります。

まちづくりの柱の第２は、誰もが生きがいと安心を感じて暮らすまちづくりでありま

す。

本町においては、人口減少と少子化の影響により高齢化が進み、人口に占める６５歳

以上の割合が平成２８年１月末時点において３ ３％に達し、他市町に比べ速いペース

で超高齢化社会を迎えようとしております。何歳になっても元気で生活ができるよう、

地域住民との連携、支え合いを基本とした保健⋞医療⋞福祉の充実を図りながら、健康

長寿のまちづくり、そして誰もが安全⋞安心を感じられる地域社会の実現に向けた各種

の施策を実施してまいります。平成２８年４月から地域局と健康福祉課を統合し、健康

福祉課の１課になります。基本的にこれまでの業務体制は維持していきながら、さらに

ワンストップ窓口の取り組みを進めてまいります。住民の皆様の健やかな生活を支える

ため、定期的な各種健康診査、がん検診、予防接種、各区に出向いての健康教室などを

引き続き実施してまいります。

高齢者の暮らしを支えるため、介護が必要にならないための介護予防教室や老人クラ

ブ活動への支援、そして住みなれた自宅で生活ができるように住宅を改造する場合の助

成などは引き続き実施してまいります。介護や支援を必要とする高齢者へは、介護保険

制度による各種の介護サービスを引き続き提供するとともに、地域見守り支え合いネッ

トワークによる高齢者や障害者等の見守り事業も継続してまいります。

また、介護保険法の改正により、市町村が中心となった新しいサービスをつくり出し、

それを円滑に運営するための生活支援体制の整備として、社会福祉協議会に生活支援コ

ーディネーターを設置することとあわせ、それらの情報共有や連携強化の場となる協議

体を設置してまいります。人口が減っていく中、高齢者がふえることによって必要とな

る移動手段など、多岐にわたるサービスを提供するための体制整備を進めながら、町と

関係者間の連携協力により適切なサービスを継続していくための仕組みである地域包括

ケアシステムの早期の構築に向けて、平成２７年度で設置しました在宅医療⋞介護連携

推進協議会における在宅⋞連携⋞人材をキーワードに３つの部会により具体策の検討を

進めてまいります。

公立神崎総合病院につきましては、地域の医療を担う中核病院として、北館改築にあ

わせ、医療体制のさらなる充実、診療機能などの医療の質的向上を図るとともに、周辺

病院とのネットワーク化により患者の皆様のニーズに応えられる病院づくり、病院運営

を進めてまいります。

町民の皆様の安らぎのある快適な生活を守るためには、適切な防災⋞防犯対策を行い、

安全⋞安心な生活環境を整備することが必要であると考えており、新たに地域での防犯

カメラの設置に対する費用の一部を助成する制度を新設することとしております。また、

消防団の組織編成の改編による防火⋞防災体制の強化を図るとともに、消防団員の報酬
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見直し等による処遇の改善と安心して活動できる環境づくりを進め、あわせて団員の確

保にも努めてまいります。そして昨年から進めています災害時の緊急放送手段であるケ

ーブルテレビの告知放送にかわる無線を利用した放送整備として、町内全戸を網羅する

防災行政無線の整備工事に着手いたします。平成２６年度に改訂しました洪水ハザード

マップにつきましては、新たな浸水想定区域の追加や指定緊急避難場所等を反映したも

のに更新し、各集落へ出向いての説明会を行い、防災意識の高揚を図りたいと考えてお

ります。

まちづくりの柱の第３は、地域風土と調和した生活⋞文化を育てるまちづくりであり

ます。

人口減少が続いている本町にとって地域の活力を維持していくためには、まず、神河

町に住んでいる若者に将来にわたって住み続けていただくことが重要であります。その

ためには、住環境の整備や公共交通、ケーブルテレビ、そして道路、橋梁、上下水道な

どのインフラの整備も重要な課題でありますので、町道の新設改良の継続事業は引き続

き実施していくのはもちろんのこと、新たに町道作畑新田線の改良整備を辺地対策事業

として着手してまいります。あわせて、必要な道路の維持修繕や適切な施設の管理にも

努めてまいります。また、転入した際に必要となるケーブルテレビと上下水道の加入負

担金の免除を行うなど、移住しやすい環境づくりを進めてまいります。

若者定住に向けた若者世帯への支援策については、引き続き実施してまいります。平

成２７年度に引き続き、地域優良賃貸住宅を中村団地に２棟８戸を整備してまいります。

移住促進につきましては、相談窓口の設置や引っ越し費用の一部支援を行いながら強

力に取り組んでまいります。

橋梁については、長寿命化修繕計画に基づいて修繕工事を実施してまいります。

水道事業での簡易水道と上水道との統合による機械類の更新については、平成２７年

度に引き続き実施してまいります。また、下水道につきましても、平成２７年度に引き

続き、施設の統廃合計画の全体計画と長寿命化事業の詳細設計を行ってまいります。

本町の文化財を生かした地域づくりを推進するに当たり、町内に所在する歴史や文化

財を保存、活用するための基本構想の策定に引き続き取り組んでまいります。生涯教育

や芸術文化の振興につきましては、公民館を拠点に神河シニアカレッジや公民館教室の

内容を変更しながら、引き続き学習機会を提供してまいります。また、一般公演につき

ましても、町民の皆様に喜んでもらえる内容を検討しながら開催してまいります。日ご

ろからの健康づくりとしてのスポーツ振興にも取り組んでまいります。

まちづくりの柱の第４は、美しい自然を守り豊かな産業を創造するまちづくりであり

ます。

本町の豊かな自然や地域資源を生かした農林業、商工業の連携による６次産業化を推

進し、もうかる農業の実現に向けた取り組みや、また、新規創業に対する支援、新たな

かみかわブランドの発掘やＰＲなどを進めてまいります。さらには、商工会と連携しな
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がら、新しい分野への事業進出や販路拡大を行う事業者への支援にも取り組んでまいり

ます。

基幹産業である農林業につきましては、環境保全型農業への取り組みや主食米以外の

生産拡大への支援や有害鳥獣対策、県民緑税活用事業など、引き続き実施してまいりま

す。

地球温暖化対策を初めとする環境保全を担う森林整備につきましては、水源涵養機能

等の公益的機能の高度化に向けた造林事業の実施とともに、造林事業の補助を受けられ

ない森林所有者が行う間伐や搬出等の施業に対する助成についても、引き続き実施しな

がら林業の活性化を図ってまいります。

公共施設におけるＣＯ２ 排出削減対策のために導入する省エネ設備が効果的なもので

あるかの評価診断を行い、より効果的な省エネ設備の導入事業に取り組んでまいります。

中播北部クリーンセンターのＲＤＦ施設の使用期限は平成３０年３月３１日までとな

っていることから、それ以降のごみの処理方法について、これまでくれさか環境組合へ

の委託の方向で関係者と協議を進めておりましたが、このたび同施設の更新は行わない

との姫路市の方針が出されたことにより急遽クリーンセンターの期限延長が必要となり

ましたので、現在、福本区に延長を申し出ているところでございます。これからは、今

後の施設整備の方向性について早急に協議を進めてまいります。

まちづくりの柱の第５は、地の利を生かした交流を促進するまちづくりであります。

本町の観光交流人口につきましては、現在、約６５万人であり、目標の１００万人を

目指し、これまでに進めてきた観光プロデュースによる事業を引き続き行ってまいりま

す。また、町の玄関口であるＪＲ播但線寺前駅、新野駅にＩＣカードが利用できる設備

が設置されるとともに、播但連絡道路の神崎南⋞北ランプにＥＴＣが設置されるなど、

交通の利便性が格段に向上し、観光に来ていただきやすい環境が進んでおり、この機会

を逃すことなく、さらなる魅力ある観光地を目指して取り組んでまいります。

神河町の最大の弱点である冬場の集客に向けて、全力で峰山高原スキー場整備に取り

組んでまいります。それによる雇用の創出やお金の地域内循環など、他の観光施設や地

域経済にもたらす波及効果に大いに期待するところであります。

神河のにぎわいづくりのため、越知川名水街道、銀の馬車道、大河内高原、３つのゾ

ーンにある観光施設を最大限に生かしながら、さらに多くの人々に神河町を楽しんでも

らうため、新たな魅力を発掘し、それを全国に情報発信することで知名度アップを図り、

より魅力ある観光地を目指して取り組んでまいります。また、観光施設における無線Ｌ

ＡＮの環境整備につきましても順次取り組んでまいります。銀の馬車道が日本遺産への

登録の予定とされていることから、兵庫県と共同で銀の馬車道の見える化を推進するた

め、国道３１２号線に隣接するかんざき大黒茶屋及びチェーン脱着場等を再整備し、道

の駅「銀の馬車道かみかわ」を設置する予定としております。これまで課題となってお

りました砥峰高原までの間におけるトイレの設置につきましては、このたび駐車場も含
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めて整備することとしております。

まちづくりの柱の第６は、住民⋞地域のやる気が活きるパートナーシップのまちづく

りであります。

地域住民の皆様の意見や要望をまちづくりに生かし、開かれた行政として気軽に相談

できるワンストップ窓口を運営していくことにより、より一層の住民サービスの向上に

つなげてまいります。何といってもまちづくりの主役は、そこに住む人たちであり、そ

れぞれの地域の担い手として、行政と連携しながらの協働活動により、愛着が持てる郷

土づくり、地域の活性化を進めてまいります。そして平成２７年度で策定いたしました

神河町男女共同参画推進計画に沿い、住民、地域、企業等の連携と協働のもと、男女共

同参画社会の実現に努めてまいります。

選挙制度の改正により、次回の国政選挙から選挙権の年齢が１８歳以上に引き下げら

れ、約２８０人程度の有権者数が増加する見込みとなっております。対象となる年代の

方々への周知につきましては、広報、チラシ、ケーブルテレビでの啓発や高校への出前

講座や模擬投票などを検討しながら、しっかりと対応してまいりたいと考えております。

粟賀小学校跡地の利活用につきましては、民間業者から活用方策の提案を受けるＰＦ

Ｉ事業による計画策定に取り組みます。町の財産である公共建物、土地、インフラ構造

物などの状況把握を行い、総務省が示す統一基準による固定資産台帳の整備に引き続き

取り組んでまいります。

町行政の拠点である本庁舎につきましては、建築後２１年が経過する中で、空調設備

が著しい劣化と機能低下により毎年修繕に追われている現状にあることから、このたび、

その空調設備の更新計画を作成をし、次年度以降で更新していきたいと考えております。

なお、自治体を取り巻く環境は目まぐるしく変化しており、地方分権の進展や町民ニー

ズの多様化などにより地方自治体の自己決定、自己責任による行政運営が求められてい

ることから、庁内で設置している政策調整会議をさらに充実、強化してまいります。こ

れからの行財政の運営につきましては、大変厳しい状況が続くことが予測されることか

ら、現在、行財政改革推進委員会で審議をいただいております第２次行財政改革大綱、

そして公共施設等総合管理計画により、財政負担の軽減と平準化を目指し、より一層の

経費削減に努めつつ、さらなる改革、改善に取り組んでまいります。

以上を申し上げまして、平成２８年度の町政に対する私の所信といたします。

次に、第３２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は、平成２８年度神河町一般会計予算でございまして、地方自治法第２１１条

第１項の規定によりまして議会に提出するものでございます。

予算書の１ページをごらんください。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９２

億７００万円と定め、その歳入歳出予算の款項の区分、金額は第１表、歳入歳出予算

によると定めております。前年度当初予算と比較して ２％、額にして５億７６０万

円の増額であります。

－８７－



続きまして、歳入の主なものでございます。

１１ページをお願いいたします。１款町税は、１８億２０７万０００円で、対前

年度比マイナス ８％、額にして４７３万０００円の減額と見込んでおります。

２款から９款までの地方譲与税、そして各県税の交付金と地方特例交付金は、前年度

決算見込みを基本に地方財政計画、そして県の配分見込みによりそれぞれ計上しており

ます。

１０款地方交付税は、２９億６５０万円であり、そのうち普通交付税は、例年のと

おり基準財政収入額、需要額を推計し見込んでおりますが、特に国勢調査人口の減少に

よる減額を加味しながら、２６億２００万円と見込んでおります。前年度の当初予算

との比較では、マイナス １％、５００万円の減額でありますが、前年度の決算見込

み額との比較では、マイナス ５％、１億２２５万０００円と大幅な減額となって

おります。また、特別交付税は８００万円増額の３億４５０万円を見込んでおりま

す。

１２款分担金及び負担金は、４６７万０００円で、対前年度比マイナス２ １％、

９２９万０００円の減額でございます。

１３款使用料及び手数料は、２億４５１万０００円で、対前年度比マイナス ７

％、１５８万０００円の減額でございます。

１４款国庫支出金は、６億８０１万０００円で、対前年度比 １％、３８５万

０００円の増額でございます。

１５款県支出金は、６億４１３万０００円で、対前年度比 ８％、４３５万

０００円の増額でございます。

１７款寄附金は、１００万０００円で、対前年度比２９ １％、９５０万円

の増額でございます。

１８款繰入金は、２億１８４万０００円で、対前年度比１ ０％、３３３万

０００円の増額でございまして、財源不足を補うため財政調整基金を１億０００万円

繰り入れいたしております。

２１款町債は、１９億２３０万円で、対前年度比３ ０％、５億３６０万円の増額

でございます。

続きまして、歳出の主なものでございます。

一般会計全体の給与費につきましては、平成２７年度当初と比較しまして職員数は３

名増加しており、特別職３名を含み１３１名となっております。給料額は５億４６７

万０００円、職員手当は２億７３０万０００円、共済費は１億７８９万００

０円、合計で１０億９８６万０００円でございます。特別職の給料月額につきまして

は、２％削減する措置をしております。

それでは、款別に重立ったものを前年度と対比して申し上げますので、１２ページを

お願いいたします。
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１款議会費は、２７０万０００円で、対前年度比マイナス ２％、６１７万０

００円の減額でございます。

２款総務費は、１１億８５０万０００円で、対前年度比マイナス２ ３％、４億

１１６万０００円の減額でございまして、まちづくり基金への積み立ての終了等に

より減額したものでございます。

３款民生費は、１３億６４万０００円で、対前年度比 １％、７０８万０００

円の増額でございまして、国民健康保険事業特別会計繰出金、そして心身障害者福祉費

等に増額しております。

４款衛生費は、１５億３３７万０００円で、対前年度比マイナス １％、１７３

万０００円の減額でございます。

５款農林水産業費は、６億９２６万０００円で、対前年度比 ６％、９７０万

０００円の増額でございます。

６款商工費は、８億９２３万０００円で、対前年度比３４ ３％、６億６３５

万０００円の増額でございまして、峰山高原スキー場整備事業等により増加しており

ます。

７款土木費は、８億３５９万０００円で、対前年度比 ４％、１５１万００

０円の増額でございまして、橋梁長寿命化修繕事業等により増加しております。

８款消防費は、９億１３６万０００円で、対前年度比１９ ３％、６億５０９万

０００円の増額でございまして、防災行政無線システム整備事業等により増加してお

ります。

９款教育費は、８億０５３万０００円で、対前年度比マイナス３ ３％、３億

２２７万０００円の減額でございまして、寺前小学校大規模改造事業の終了等により

減額しております。

１０款公債費は、１０億２７６万０００円で、対前年度比 ８％、９２０万０

００円の増額でございまして、元金償還金が９億９４８万０００円、利子償還金が

１億３２６万０００円、公債諸費が１万０００円でございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、この後、総務課財政特命参事から説明いたしますので、よろし

く御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） それでは、引き続きまして、予算についての詳細説明を求めま

す。

総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。それでは、

引き続きまして、平成２８年度神河町一般会計予算につきまして詳細説明をさせていた

だきます。

まず、８ページをお開きください。８ページ、第２表、債務負担行為でございます。
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債務負担行為の１つ目は、センター長谷管理事業で、期間は平成２８年度から平成３０

年度まで、限度額は４５４万０００円でございまして、センター長谷の証明等窓口業

務を委託するものでございまして、３カ年の契約により実施するために債務負担を設定

するものでございます。

２つ目は、ケーブルテレビ番組制作業務委託事業でございまして、期間は平成２８年

度から平成３０年度まで、限度額は８００万円でございまして、これにつきましては、

コミュニティーチャンネルの番組制作を委託するもので、３カ年の契約により実施する

ために設定するものでございます。

３つ目は、田畑山林評価整備業務委託事業でございまして、期間は平成２８年度から

平成２９年度までの２年間でございます。固定資産税の評価の適正と公平性を保つため

に委託するもので、２年間の契約により実施するため設定するものでございます。

続きまして、９ページをお願いいたしたいと思います。第３表、地方債でございます。

まず、１、臨時財政対策債は、限度額３億１００万円でございます。国の地方交付税の

財源不足分を補うために発行する赤字地方債でございまして、その元利償還金につきま

しては１００％後年度交付税措置されるものでございます。続きまして、広域基幹林道

開設事業は、限度額２９０万円でございまして、千ケ峰⋞三国岳線の事業費の県負担

金に対するものでございます。３、道路整備事業は、限度額１億２９０万円でござい

まして、町道神崎⋞市川線が７００万円、町道神崎⋞市川線の支線が０５０万円、

町道水走り中河原線が９４０万円、町道作畑⋞新田線が０００万円、その他道路維

持修繕につきまして６００万円でございます。

続きまして、橋梁整備事業は、限度額１億９８０万円で、橋梁長寿命化修繕工事に係

るものでございます。地域優良賃貸住宅整備事業は、限度額３１０万円で、若者世帯

向け公営住宅として平成２７年度に引き続き、中村団地に２棟８戸を建設するものに係

るものでございます。河川整備事業は、限度額１５０万円で、岡田川、竹ノ内川、セ

ンタンノ木谷川の３河川に係るものでございます。急傾斜地崩壊対策事業は、限度額５

４０万円で、本村区、岩屋区の対策事業費の県負担に対するものでございます。消防施

設整備事業は、限度額０９０万円で、根宇野区、寺野区の小型動力ポンプつき軽四積

載車２台の購入に係るものでございます。消防車両整備負担金事業は、限度額７６０万

円で、神崎郡３町の管轄内で使用します消防車両の更新を行うため、姫路市消防局へそ

の負担金に対するものでございます。防災行政無線システム事業は、限度額６億６２

０万円でございまして、その整備工事に係るものでございます。観光施設整備事業は、

限度額６億１００万円で、峰山高原スキー場に係るものが６億円、砥峰高原の駐車場

整備が１００万円でございます。

なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、記載のとおりでございます。

以上によりまして、起債の限度額の合計は１９億２３０万円と定めているところで

ございます。
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それでは、歳入歳出予算事項別明細書により説明をさせていただきます。

１３ページをお願いいたします。１款町税、１項町民税、１目個人町民税は、４億

８４０万円で、うち均等割が９７８万０００円、所得割４億３０９万０００円、

そして滞納分５５１万０００円でございまして、対前年度比５５２万円の減額でござ

います。２目法人町民税は、０８０万０００円で、対前年度比４２５万円の増額で

ございまして、これにつきましては、事業所数が１９９社から２１０社にふえておる状

況にありまして、均等割につきましては４９９万０００円、税割が５５０万０

００円、そして滞納分が３０万０００円の予算でございます。２項固定資産税、１目

固定資産税は、土地⋞家屋償却資産に課税するものでございまして、１２億３８６万

０００円と見込んでおります。対前年度比６５３万０００円の減額でございます。

特に依存度の大きい関西電力の大河内水力発電所による大規模償却資産につきましては、

５億４５６万０００円でございまして、対前年度比２７２万０００円の減額で

ございます。３項軽自動車税は、８８６万０００円で、対前年度比５７９万００

０円の増額でございまして、これにつきましては、平成２７年度の税制改正による環境

性能の課税が本年から始まることにより増額となっているものでございます。４項町た

ばこ税は、８２７万０００円で、対前年度比２７２万０００円の減額でございま

して、これにつきましては、平成２７年度の決算見込みを勘案しながら計上をいたして

おります。

２款地方譲与税から、１５ページの９款地方特例交付金につきましては、２７年度の

決算を基本にしながら計上をいたしておるところでございます。その中で、１４ページ、

７款地方消費税交付金をお願いしたいと思います。７款地方消費税交付金の社会保障財

源交付金５００万円の充当先につきましては、一般会計予算説明資料の７３ページか

ら７４ページにそれぞれ充当する先を明記しておりますので、ごらんをいただきたいと

思います。

続きまして、１５ページでございます。１０款地方交付税でございます。２９億６

５０万円で、対前年度比７００万円の減額でございます。これにつきましては、先ほ

ど町長が申し述べましたので、割愛をさせていただきます。

続きまして、１２款分担金及び負担金、１項分担金、１目総務費分担金は１０万円で

ございまして、これにつきましては、ケーブルテレビの個人の加入負担金でございまし

て、２８年度から個人の加入分担金を免除するという制度を創設したことにより減額を

いたしているところでございます。２目農業費分担金、１節林業費分担金５０万円につ

きましては、町単独林道の補修事業の受益者分担金でございます。３目土木費分担金は

２４５万円でございます。その部分につきましては、町単独町道改良事業の区要望によ

る町道比延中河原線、千代田出雲石線、種林線の３路線の受益者分担金でございます。

２項負担金、１目総務費負担金は、東日本大震災の被災地への復旧⋞復興に係る職員

の派遣に係ります人件費の負担金として０５０万０００円を受け入れるものでござ
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います。２目民生費、１節児童福祉費負担金３８２万０００円は、寺前保育所、神

崎保育園、そして町外の管外の保育所の運営負担金でございまして、子育て世帯の負担

軽減を図るために、国の子ども⋞子育て支援法の国の基準から多子世帯の所得制限を撤

廃し、１０％の軽減を行い、計上をいたしているところでございます。

１６ページをお願いします。２節老人福祉費負担金５万０００円につきましては、

養護老人ホームに入所を現在１名の方がされておりますので、それの費用負担徴収金で

ございます。３目衛生費負担金、２節水道費負担金３６万円につきましては、消火栓の

移設工事に係る受益者負担金でございます。

１３款使用料手数料、１項使用料、１目総務使用料は、１億５７８万０００円で

ございまして、そのうちケーブルテレビの利用料は１億４４０万０００円でござい

まして、インターネットの使用料が徐々に減ってきておりまして、対前年度比２１３万

０００円の減額となっているところでございます。３目土木使用料、１節住宅使用料

は、新たに旧神崎庁舎跡地に建設しています町営住宅１２戸分がふえたということで、

対前年度比４０５万増の６３３万０００円と見込んでおります。４目教育使用料、

１節幼稚園使用料の幼稚園保育料につきましては、２０１万０００円でございまして、

子育て世代の負担軽減を図るために、保育所と同様、多子世帯の所得制限を撤廃し、２

０％の軽減を行い、計上をいたしているところでございます。２節社会教育施設使用料

のうち、地域交流センター使用料につきましては、５５０万０００円でございまして、

平成２８年度のやまびこ学園の入学生の見込みは１２名と見込んでおります。

１７ページ、２項手数料、１目総務手数料、３節戸籍住民基本台帳の手数料でござい

ます。この中で、新たに個人番号通知カードの再交付に係る手数料として、１件５００

円の１００件分で５万円です。そして個人番号カードの再交付に係る手数料として１件

８００円の１０件分０００円を計上をいたしております。

１８ページ、１４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金につきまし

ては、３億１３０万０００円でございまして、対前年度比２８３万０００円の

増額でございます。これにつきましては、保育所運営負担金、国民健康保険基盤安定負

担金、心身障害者福祉費負担金、そして児童手当負担金の社会保障施策に係る国の負担

分がふえたというところでの増でございます。１節保育所運営負担金は、神崎保育園と

寺前保育所、そして町外の管外保育所合わせて０３３万０００円でございまして、

これにつきましては、補助対象事業費の２分の１の国庫負担金でございます。

２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、１節総務費補助金は、１２７万０００

円でございまして、これにつきましては、社会保障⋞税番号システムに係るシステム整

備、そして個人番号カードの交付に係る補助金でございます。１９節、２目民生費国庫

補助金、１節社会福祉費補助金、そのうち臨時福祉給付金等給付事業につきましてでご

ざいます。昨年度に引き続き年金受給者を対象として実施されることとなったために、

その補助金を５６４万０００円を計上いたしているところでございます。社会資本
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整備総合国庫負担金５６万０００円につきましては、人生８０年いきいき住宅助成事

業の国庫補助分でございます。３目衛生費国庫補助金、２節下水道事業補助金のうち、

４７万０００円につきましては、循環型社会形成推進交付金として合併処理浄化槽の

設置に係る補助金でございまして、７人槽２基、そして５人槽１基に係る補助金を計上

をいたしております。それにつきましては、事業費の３分１の補助でございます。３節

環境衛生費補助金９８７万円でございます。新しい事業でございまして、地球温暖化対

策推進事業補助金でございまして、公共施設のＣＯ２ 削減対策のために導入する省エネ

設備の診断に係る補助金でございます。

４目土木費国庫補助金３億３３３万０００円で、対前年度比３２１万０００

円の増額でございまして、これにつきましては、橋梁長寿命化修繕事業が本格的にスタ

ートするというところで増額をいたしております。１節道路橋梁費補助金、道整備交付

金５００万円でございます。これにつきましては、補助対象経費の５０％の補助金で

ございまして、内訳につきましては、町道神崎⋞市川線が０００万、町道神崎⋞市川

線の支線が０００万、町道水走り中河原線が５００万円でございます。続いて、橋

梁長寿命化修繕事業の補助金は社会資本整備総合交付金の道整備というところで１億

００６万円でございまして、これにつきましては、補助対象事業費の６０％の補助金と

なってございます。２節住宅費補助金のうち、社会資本整備総合交付金の安全ストック

形成につきましては、一般家庭の耐震診断の補助金でございます。次に、同じく社会資

本整備総合交付金の定住促進７６７万０００円でございます。これの内訳につきまし

ては、若者世帯向け家賃補助に係る補助金が３５１万円、田舎で起業定住促進に係るも

のが１５０万円、古民家再生に係る補助金が１６６万０００円、さとの家活用事業に

係る補助金が１００万円で、いずれも補助対象事業費の５０％の補助金でございます。

続きまして、５目教育費国庫補助金は、９０６万０００円でございまして、対前年

度比９９１万円の減額でございます。これにつきましては、先ほど町長の説明があり

ましたように、寺前小学校大規模改造事業の終了に伴う減額でございます。

続きまして、２０ページをお願いします。１５款県支出金、１項県負担金、１目総務

費県負担金、１節移譲事務市町交付金でございます。３５４万０００円でございまし

て、これにつきましては、県から市町へ権限移譲された事務に係るそれぞれの市町交付

金でございます。

２目民生費県負担金、１節保育所運営負担金０１６万０００円、そして２節保険

基盤安定負担金のうち、国民健康保険の保険者支援分５３５万０００円、そして３節

心身障害者福祉費負担金９５７万０００円は、それぞれ補助対象事業費の４分の１

の補助金でございます。続きまして、２節保険基盤安定負担金のうち、国民健康保険の

保険税軽減分８５５万０００円、そして４節軽減保険料負担金、高齢者医療に係る

保険基盤安定負担金１９６万０００円につきましては、それぞれ補助対象事業費の

４分の３の補助金でございます。６節低所得者保険料軽減負担金は、介護保険に係るも
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のでございます。

続きまして、２１ページをお願いします。２項県補助金、１目総務費県補助金、１節

総務管理費補助金のうち、バス対策費補助金２１０万０００円は、粟賀から生野まで

の赤字部分への町から出しています補助金に対しまして、県から３分の２の補助を受け

るものでございます。ふるさとづくり推進事業補助金２５０万円につきましては、木造

インターンシップ事業において実施をいたしますかみかわ銀の馬車道空き家再生として、

中村⋞粟賀町歴史的景観形成地区内の大松邸と銀の馬車道交流館の改修に対する２分の

１の補助でございます。市町振興支援交付金９９２万０００円につきましては、コミ

ュニティーバスの事業を行う市町への交付金が８３０万０００円、そして有害鳥獣の

駆除への交付金が１６２万０００円でございます。電源立地地域対策交付金事業１

００万円につきましては、長谷ふれあいマーケットの南側にトイレ及び駐車場の整備を

行うものに充当するものでございます。

２目民生費県補助金、１節社会福祉費補助金のうち、民生児童委員活動費用弁償補助

金２２６万０００円につきましては、各区の民生児童委員３８名の活動費に対する補

助金でございます。民生児童協力委員設置等補助金３万０００円につきましては、各

区の民生児童協力員７２名の活動に係る補助金、傷害保険料に対する補助金でございま

す。地域生活支援事業補助金１９１万０００円につきましては、障害者総合支援法に

基づく障害者サービスである手話通訳の派遣、自動車運転免許の取得、そして自動車の

改造、移動支援、日中一時のデイサービスの支援のそれぞれの介護給付費に対する補助

金でございます。人生８０年いきいき住宅事業補助金２５５万円につきましては、高齢

者や障害者の方が住みなれた自宅で安心して自立した生活ができるように、体の状態に

適した住宅に改造する場合の補助金でございます。２節老人福祉費補助金の老人クラブ

助成事業補助金１３５万０００円、そして老人クラブ活動強化推進事業費１１５万

０００円につきましては、それぞれ単位老人クラブ３６クラブの活動に対する県の補助

金でございます。３節医療助成費補助金１５４万０００円につきましては、老人、

重度障害者、乳幼児、ゼロ歳から中学３年生まで、母子⋞父子家庭、高齢障害者に係る

医療助成金と事務費の２分の１の補助金でございます。４節児童福祉費補助金は、子ど

も⋞子育て支援交付金として、それぞれ保育所、幼稚園、そして健康福祉課関係の事業

等に充当するものでございます。

続きまして、２２ページでございます。３目衛生費県補助金、そのうち若年者在宅タ

ーミナル支援事業補助金９万円につきましては、２８年度からの新設でございまして、

２０歳から３９歳までの末期がん患者の在宅療養支援助成金に対する県の補助金でござ

います。また、へき地診療所運営補助事業補助金２９３万０００円につきましては、

これも２７年度に県で創設された補助金で、大畑、上小田、川上それぞれの診療所の運

営費に対しての補助金でございます。

４目農林業費県補助金は、１億９６２万０００円で対前年度比９３０万００
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０円の減額でございまして、これにつきましては、地籍調査事業の補助金を県の県営事

業としたために県委託金に科目振りかえをしたというところで、大幅に減額をいたして

おります。続きまして、１節農業費補助金でございます。そのうち市町振興支援交付金

１９０万円、これにつきましては、鹿有害捕獲に対する交付金でございます。そして新

たな補助金といたしまして、集落営農組織育成総合対策事業補助金１５万円ということ

で、営農組織の後継者育成のための研修会の開催等への補助金でございます。そして経

営体育成支援事業補助金４３０万円につきましては、地域の担い手が融資を受け、農業

機械、施設を導入する際の補助金でございまして、２８年度につきましては、中村営農

の汎用コンバイン、杉営農のブームスプレイヤーを対象として補助申請をしていく予定

でございます。道の駅整備補助金２６４万円につきましては、銀の馬車道が日本遺産

に登録されることが予定されている中で、県と共同して整備するための県の負担金の受

け入れでございます。２節林業費補助金０６０万０００円につきましては、昨年に

引き続き、県民税を活用した緊急防災林の整備事業、そして針葉樹林と広葉樹林の混交

林の整備事業等の補助金を予定をいたしております。

２３ページの３節水産業費補助金でございます。３節水産業費補助金１０万円でござ

います。これにつきましては、水産業の再生や活性化を図るために内水面の環境、生態

系の維持、回復など、漁業者が行う河川清掃等の活動や、その取り組みに対しての補助

金でございます。５目商工費県補助金７１４万０００円につきましては、峰山高原

の滞在型健康づくり施設等に対する県の補助金でございます。

続きまして、６目土木費県補助金、１節土木費補助金のうち、ひょうご住まいの耐震

化促進事業補助金４０万円でございます。これにつきましては、簡易耐震の診断を受け

られた方の住宅の建てかえや、簡易な改修を行うための補助金でございます。２節住宅

費補助金のさとの空き家活用支援事業補助金は、事業費の３分の１の補助で２００万円

を計上いたしております。

７目消防費県補助金、１節災害対策費補助金のふるさとづくり推進事業補助金１００

万円につきましては、洪水ハザードマップの更新費用の２分の１の補助金でございます。

８目教育費県補助金、１節小学校費補助金の小学校体験活動事業補助金１１１万０

００円につきましては、５年生対象の４泊５日で実施しております自然学校と３年生対

象の自然に触れ合う体験型環境学習に係る補助金でございます。２節中学校費補助金の

トライやる⋞ウイーク事業補助金４５万円につきましては、毎年度行ってます２年生対

象の職場体験、福祉体験、勤労者生活活動などの地域での体験活動に係る補助金でござ

います。３節社会教育費補助金のうち、ふるさとづくり推進事業費５００万円につきま

しては、２７年度に引き続き行います地域の歴史文化を活用した保存⋞活用計画の策定

に係るもので、事業費の２分の１でございます。土曜チャレンジ学習事業補助金は４８

万０００円で、昨年に引き続き拡充をしながら取り組んでいく予定といたしておるも

ので、その補助金でございます。
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３項県委託金、１目総務費県委託金、２節選挙費委託金は、この夏に予定されている

参議院議員選挙委託金として２２７万０００円を計上いたしております。また、３

節統計調査費委託金８０万０００円につきましては、それぞれ国、県から指定された

統計調査を行う委託金でございます。

４目農林業費県委託金、１節農業費委託金でございます。地籍調査委託金１億８０

０万円につきましては、先ほど述べましたように、補助金から委託金に変わったという

ことで、対象者事業費の１００％の委託を受けて実施するということでございます。２

節林業費委託金のナラ枯れ防除事業委託金につきましては、川上、上小田の防除で４８

３万０００円を受け入れるものでございます。

２４ページ、７目教育費県委託金、１節社会教育費委託金では、自然環境学習事業委

託金として、地域交流センターで実施している短期山村留学における野外活動での活動

や学習などを受け入れるため、３５万円を計上をいたしております。

１６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金６７１万円につきましては、

一般会計で設置をしております財政調整基金を初めとした１０の基金の利子収入でござ

います。

２目財産貸付収入６９０万０００円につきましては、町有財産である土地、そして

建物の貸し付け収入でございまして、説明欄のその他町有地貸し付け収入の主なものに

つきましては、伯鳳会への老人保健施設用地の貸付金の収入でございます。

２５ページ、１７款寄附金、２目指定寄附金の１００万円でございます。これにつ

きましては、神河ふるさとづくり応援寄附金でございまして、平成２７年１０月１日か

ら返礼品をふやしながらクレジットカードの決済も可能な一括代行委託により実施をし

てきた結果、徐々にではありますが、増加してきております。また、引き続き寄附金が

ふえるように取り組んでいきたいと考えておりまして、平成２８年度につきましては

１００万円を見込んで計上いたしております。

１８款繰入金、１項他会計繰入金の合計９６１万０００円につきましては、それ

ぞれ特別会計からの繰り入れでございます。そのうち４目土地開発事業特別会計繰入金

３３１万円につきましては、しんこうタウンの第３期分譲に係るものでございまして、

３区画の売り払い収入相当額を繰り入れするものでございます。

２項基金繰入金の合計は、２６ページに掲載しております２億３２２万０００円

でございまして、それぞれ一般会計で設置している基金からそれぞれの目的に沿った事

業費の財源として充当するものでございます。そのうち、２５ページにもう一度返って

いただいて、１目公共施設維持管理基金繰入金８８０万円につきましては、各施設の

補修工事に５８０万円、そして本庁舎の空調設備の更新調査設計に係るものが３０

０万円として繰り入れするものでございます。続きまして、２６ページ、５目神河ふる

さとづくり応援基金繰入金９３０万円でございます。これにつきましては、平成２７年

度に収入する予定の神河ふるさとづくり応援寄附金を積み立てしたものを２８年度で繰
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り入れし、地域創生等で新たに取り組む事業への財源として繰り入れするものでござい

ます。６目財政調整基金繰入金１億０００万円につきましては、本当初予算編成に当

たりまして、その財源不足を補うために繰り入れをするものでございます。８目まちづ

くり基金繰入金１２１万０００円につきましては、これも平成２７年度で発生した利

子を積み立てておりまして、それを２８年度におきまして区要望事業の財源として充当

するために繰り入れするものでございます。

２６ページから２７ページにかけての２０款諸収入、３項貸付金元利収入１５７万

０００円につきましては、過去に住宅新築資金、住宅改修資金、宅地取得資金などとし

て貸し付けた貸付金の元金の回収と利子収入でございます。４項受託事業収入、１目衛

生費受託収入７３万円につきましては、環境整備受託事業収入として、県道敷の除草作

業等に対する県からの収入でございます。

５項雑入につきましては、これまで説明をしてきました歳入科目に含まれない収入を

全て計上をいたしております。その中で、２９ページをごらんください。２９ページ、

中ほどにコミュニティ助成事業助成金２５０万円、これにつきましては、中村区のイベ

ント備品の購入に係る助成金でございます。そして被災地復旧復興中長期職員派遣助成

金６０万円につきましては、平成２８年度で被災地支援のために職員を派遣することに

なっておりまして、それに対する県町村会からの助成金でございます。

続きまして、３０ページをお願いいたします。３０ページ、日本語教室開設事業助成

金１５万円でございます。これにつきましては、平成２７年度に引き続きまして、外国

人への日本語教室開催に係る経費として県国際交流協会から受け入れるものでございま

す。そして越知区公民館、長谷交流施設の太陽光発電の売電の収入、合わせて４８万

０００円でございまして、これにつきましては、平成２７年度に防災拠点等再生可能エ

ネルギー導入事業において、それぞれの施設に設置をいたしました太陽光発電設備に係

る売電収入でございます。この資金を積み立てながら、今後、発生する太陽光設備の修

繕等の経費に充てていくという予定をいたしているところでございます。

２１款町債１９億２３０万円につきましては、先ほど９ページ、第３表で説明した

とおりでございます。

以上で歳入につきましての説明を終わらせていただきます。

○議長（安部 重助君） ここで暫時休憩をいたします。再開を１１時ちょうどといたし

ます。

午前１０時４１分休憩

午前１１時００分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

それでは、引き続きまして、２８年度予算、歳出についての詳細説明を求めます。

総務課財政特命参事。
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○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。それでは、

引き続きまして、３１ページ、歳出をお願いいたします。この歳出につきましては、そ

れぞれ目的事業別に予算を組んでおりますので、その主な事務事業の説明、財源内訳に

つきましては、お手元に配付の一般会計予算説明資料の１６ページから７２ページにそ

れぞれ事業ごとの部分を掲載しております。

それでは、３１ページ、１款議会費でございます。議会費は２７０万０００円で

ございまして、これにつきましては、町議会議員１２名、そして議会事務局職員の３名

の人件費、そして住民の代表として住民の意識を総合し、町政に反映させ、町の意思を

形成するための本会議、そして常任委員会等の開催など議会運営に係る経費を計上をい

たしております。

３２ページから３５ページにかけての２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費

につきましては、４億４５１万０００円でございまして、特別職２名、総務課一般

職２５名の人件費と行政運営に係る事務経費、そしてふるさと納税関係経費、そして区

長会運営経費などを計上をいたしております。

続きまして、３３ページの８節報償費をごらんください。記念品０５０万円につき

ましては、ふるさと納税寄附金に対する返礼品の記念品でございます。

続きまして、３４ページをお願いいたします。１３節委託料で中ほど、システム改修

委託料５４６万０００円につきましては、人事給与システムの番号制度対応への改

修経費、そして社会保障⋞税番号システム、起債管理システム等の改修費を計上をいた

しております。また、総合行政用コンピューター運営事業におきますセキュリティー強

化対策といたしまして、１３節委託料のネットワーク機器設定作業委託料８１０万円、

システム導入委託料で標的攻撃対策ソフト４１０万０００円、そして１５節工事請負

費でのセキュリティー対策のためのネットワーク機器へのＬＡＮ引き込み工事５９４万

円、そして１８節備品購入では、標的型攻撃対策ハード等の購入費１４６万０００円

などにより、それぞれ外部からの侵入、攻撃等に備えていくことといたしております。

同じく１３節委託料の固定資産台帳整備財務書類作成に係る支援業務委託料８００万円

につきましては、昨年に引き続き、総務省が定める統一的な基準による固定資産の台帳

を整備するために、その作業の支援を委託するものでございます。

３５ページ、２目文書管理費でございます。２７８万０００円でございまして、

毎月発行する広報の作成経費、町の例規集の整備、町ホームページ等管理経費を計上い

たしております。

３５ページから３６ページの３目会計管理費は、２８２万０００円でございまし

て、会計課の一般職４名の人件費と会計処理に係る事務経費、そして指定金融機関取扱

手数料等を計上いたしております。

３６ページから３７ページ、４目財産管理費は、１億７３４万０００円でござい

まして、本庁舎、支庁舎、センター長谷公用車等の施設の維持管理経費と、それぞれの
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基金への積立金を計上いたしております。３７ページ、１３節委託料の庁舎等修繕調査

業務委託料３００万円につきましては、本庁舎の空調設備の更新に係る調査、それと

設計業務の委託料でございます。１５節工事請負費３４万０００円につきましては、

本庁舎１階ロビーのトイレにベビーシートを設置する工事費、それと本庁舎構内の区画

線を引き直す工事費を計上をいたしております。１８節備品購入費１２０万円につきま

しては、公用車として軽四トラック１台を購入する予定でございます。２５節積立金の

うち、神河ふるさとづくり応援寄附金１００万円につきましては、ふるさと納税とし

て寄附していただいたものを次年度のまちづくり施策への財源とするために基金に積み

立てるものでございます。

３７ページから３８ページにかけての５目交通対策費は、５１８万０００円でご

ざいまして、交通安全への啓発経費、コミュニティーバスの運行経費、交通安全施設の

工事費など公共交通対策に係る経費を計上しております。３８ページ、ＪＲ播但線長谷

駅利用促進として、１３節委託料、長谷駅利用促進業務委託料２０万円でございます。

これにつきましては、長谷駅の利用促進に向け利用者の増加につながるような施策の検

討について、地域を挙げて考えてもらうことを目的に長谷地区の振興を考える会に委託

する経費でございます。また、１９節負担金、補助及び交付金の長谷駅利用促進通勤⋞

通学者交通費補助金５９万０００円につきましては、通勤、通学で長谷駅を利用する

方で長谷駅に停車しない快速列車の利用により乗り越し部分の実損が生じます。その部

分について補助を支援していくということで、列車による通勤⋞通学利用者の増加を図

るということで、新たに補助制度を設けて助成をしていくということで計上をいたして

おります。１５節工事請負費の交通安全施設整備工事費５８０万円につきましては、区

からの要望のあった５件２００万円を含んで計上をいたしておるところでございます。

３８ページから４１ページ、６目企画費は、１億７５８万０００円でございまし

て、地域振興課の一般職５名の人件費と、地域創生事業を中心に町の活性化のための事

業の経費を計上いたしております。これらの事業内容につきましては、一般会計予算説

明資料の２１ページから２３ページに記載のとおりでございます。そのうち７節賃金

５４３万０００円でございます。これにつきましては、地域おこし協力隊４名、集落

支援員１名、情報発信専門員１名、移住プランナー１名の計７名分を計上いたしており

ます。３９ページの１３節委託料、ＰＦＩ導入計画策定委託料８００万円につきまして

は、旧粟賀小学校跡地の利活用について民間事業者から活用方策の提案を受け、計画策

定を行うものでございます。その下段のかみかわブランド開発研究委託料１００万円に

つきましては、昨年、中学２年生を対象に実施しました子どもの夢を叶える事業におい

て、中学生から提案を受けた、その中のユズシャンプー、ユズバブの商品化に向けた開

発研究のための委託料でございます。そして砥峰高原までの間のトイレ整備につきまし

ては、１３節委託料の測量委託料１３０万円、設計業務委託料３８万０００円、そし

て４０ページの１５節工事請負費の活動拠点施設整備工事費０８０万円、２２節補償、
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補填及び賠償金の支障物件等補償費１００万円で合わせて３４８万０００円の事業

費で、長谷ふれあいマーケットの南側に駐車場とあわせて整備することといたしており

ます。

続きまして、４１ページから４２ページ、７目ケーブルテレビ管理運営費でございま

す。１億３０１万０００円でございまして、情報センターの一般職４名の人件費と

ケーブルテレビの管理運営費を計上いたしております。本年１月２７日の政策調整会議

において、今後の運営体制の方向性として、公設民営方式とするとの一定の結論を出し

ておりまして、２８年度につきましては、それに向け体制整備を具体的に進めてまいり

たいと考えております。

４３ページ、９目総合推進費３７万０００円につきましては、町の行財政改革の取

り組み状況について審議していただく神河町行財政改革推進委員会の開催経費等でござ

います。１０目消費者行政費は、１１４万０００円でございまして、消費者への啓発

や相談窓口として福崎町に共同で設置しております神崎郡消費者中核センターへの負担

金など、消費者対策の経費を計上をいたしております。

４３ページから４４ページ、２項徴税費、１目税務総務費は、６３５万０００円

で、税務課の一般職５名の人件費と税務事務に係る事務経費を計上をいたしております。

続きまして、４４ページ、１４節使用料及び賃借料の軽自動車検査情報提供サービス利

用料８万０００円につきましては、このたび環境性能により課税が開始されるという

ことで、その課税に必要な情報を取得するための経費として支払うものでございます。

２目賦課徴収費につきましては、２５１万０００円でございまして、賦課及び徴収事

務に係る事務経費を計上をいたしております。

続きまして、４４ページから４５ページ、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基

本台帳費は、９６５万０００円でございまして、住民生活課の一般職１名の人件費と、

戸籍法、住民基本台帳法に基づく事務処理に係る経費を計上をいたしております。

４５ページ、４項選挙費、１目選挙管理委員会費は、８３７万０００円でございま

す。選挙管理委員会委員４目の委員報酬と委員会の運営経費、そして選挙管理委員会書

記として総務課の一般職１名の人件費を計上いたしております。４５ページから４６ペ

ージ、２目参議院議員通常選挙費は、２２７万０００円でございまして、７月２５

日に任期満了となることから、この夏に予定されており、その選挙事務費を計上をいた

しております。

４７ページから４８ページにかけての５項統計調査費の８３万０００円につきまし

ては、国、県から指定された統計調査でございます。

４８ページ、６項監査委員費７３万０００円につきましては、監査委員２名の委員

報酬と会計監査並びに行政監査に係る事務経費を計上をいたしております。

４８ページから５０ページにかけての３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総

務費３億２３１万０００円でございまして、住民生活課の一般職３名の人件費、そ
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して防犯対策、民生児童委員３８名の活動費用弁償を計上いたしておりまして、５０ペ

ージの町社会福祉協議会への補助金６３１万０００円、そして国民健康保険事業特

別会計繰出金８５３万０００円、介護保険事業特別会計繰出金２億５７２万０

００円など社会福祉行政経費を計上をいたしておるところでございます。その中で、１

９節負担金、補助及び交付金の臨時福祉給付金給付事業補助金２３０万円は、簡素な

給付措置として１人当たり０００円につきまして１００人分、そして低所得者の遺

族年金、障害年金受給者につきましては１人当たり３万円につきましては、２００人分

の見込みを立てて計上をいたしておるところでございます。また、防犯カメラ設置補助

金４０万円につきましては、２８年度からの新設でございまして、１件当たり８万円を

限度に５件分を見込んでおります。

５０ページから５１ページにかけての２目老人福祉費は、５６２万０００円でご

ざいまして、地域住民グループ支援、ミニデイサービス、タクシー運賃助成、老人クラ

ブ３６クラブへの助成、シルバー人材センター負担金など老人福祉行政に係る経費を計

上をいたしております。

５１ページから５３ページの３目心身障害者福祉費は、２億５４９万０００円で

ございまして、障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス利用時の介護給付費を計

上をいたしております。

５３ページから５４ページにかけての４目医療助成費は、６４４万０００円でご

ざいまして、それぞれ老人、重度障害者、乳幼児、母子⋞父子家庭、高齢障害者に係る

医療助成金と事務費を計上をいたしております。

５４ページ、５目国民年金事務費は、８９３万０００円でございまして、住民生活

課の一般職１名の人件費と国民年金の届け出等に係る事務費を計上をいたしております。

６目民主化推進費は、１７３万０００円でございまして、人権や地域改善の活動の取

り組みへの助成金を計上をいたしております。

５５ページ、７目後期高齢者医療費は、１億２３３万０００円でございまして、

兵庫県後期高齢者医療広域連合への医療給付費の負担金、そして町が設置してます後期

高齢者医療特別会計への繰出金を計上をいたしております。

２項児童福祉費、１目児童福祉総務費は、８２５万０００円でございまして、子ど

も⋞子育て会議の委員１１名の委員報酬と、子どもを健やかに生み育てる支援金、子ど

も会、縁結び事業など児童福祉に係る全般の事務事業の経費を計上をいたしております。

５５ページから５６ページにかけての２目児童措置費は、１億９４５万０００円

でございまして、児童手当と、その給付に係る事務費を計上をいたしております。

５６ページ、３目保育所費につきましては、１億８０４万０００円でございまして、

子ども⋞子育て支援法に基づき、寺前保育所、神崎保育園、そして管外の保育所それぞ

れの円滑な運営を行うための委託料等を計上をいたしております。

５６ページから５７ページにかけての４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総
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務費は、５億２０４万０００円でございまして、健康福祉課の一般職８名の人件費

と公立神崎総合病院、そして水道事業会計への補助金、介護療育、ケアステーションか

んざきへの繰出金などを計上をいたしております。５７ページの２４節をお願いします。

投資及び出資金でございます。公立神崎総合病院事業会計出資金１億円につきましては、

資本的収支への出資金として計上をいたしており、収益的収支への補助金２億０００

万円と合わせまして病院事業会計への当初の繰り出しは３億０００万円でございます。

５７ページから５９ページ、２目健康づくり対策費は、２５７万０００円でござ

いまして、健康教育、相談、特定基本健診、がん等各種検診、予防接種、食育計画推進

事業など、町民の健康増進を目的とした事業の経費を計上しております。５９ページ、

２０節扶助費、若年者在宅ターミナル支援事業助成金につきましては、先ほど歳入のと

ころで申しましたとおりでございます。

５９ページから６０ページ、３目母子衛生費は、２８０万０００円でございまし

て、乳幼児健診、５歳児までの相談、虫歯予防、妊婦健康支援、特定不妊治療費助成、

そして新たに設置をいたします子育て世代包括支援センターの経費など、ゼロ歳から５

歳児、そして妊娠から出産、育児等に関する母子保健事業の経費を計上をいたしており

ます。

６０ページ、４目保健衛生施設管理費は、４００万０００円でございまして、これ

につきましては、保健福祉センターの施設の維持管理に係る経費でございます。５目診

療所費は、８５２万円でございまして、これにつきましては、川上、上小田の診療所の

開設に係る運営費、そして郡医師会で実施を行ってます休日の在宅当番医制事業への負

担金、救急救命センターへの運営負担金等を計上をいたしております。

６０ページから６１ページにかけての２項環境衛生費、１目環境衛生費は、１３１

万０００円でございまして、住民生活課の一般職５名の人件費と畜犬登録、狂犬病予

防注射の事務、省エネ⋞地球温暖化対策を計上しており、そして６１ページにあります

神崎郡北部火葬場運営負担金６７３万０００円を含め、環境衛生行政に係る経費を

計上をいたしておるところでございます。続きまして、２目公害対策費は、３７万０

００円でございまして、町内１２カ所で実施をいたします河川の水質汚染調査に係る経

費を計上をいたしております。

６１ページから６２ページにかけての３項清掃費、１目ごみ処理費は、３億７９０

万０００円でございまして、町内一斉のクリーン作戦、不法投棄物の処理、資源ごみ

の回収補助金、そして６２ページに掲載の中播北部クリーンセンターの運営負担金３億

６２２万０００円などの経費を計上をいたしておるところでございます。続きまし

て、６２ページ、２目し尿処理費は、５億３８４万０００円でございまして、これ

につきましては、浄化槽汚泥を処理する施設として福崎町に共同で設置しております中

播衛生センターへの運営負担金８５１万円、そして町内の５３８基の合併処理浄化槽

の維持管理費、そして合併浄化槽７人槽２基、そして５人槽１基の設置の補助金、下水

－１０２－



道事業会計への補助金４億円などを計上をいたしております。

続きまして、６３ページ、５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費は、

４５３万０００円で、農業委員２１名の委員報酬と地域振興課の一般職１名の人件費、

そして農業委員会の運営、農地の基本台帳の管理、農業者年金に係る事務経費を計上を

いたしております。６３ページから６４ページにかけての２目農業総務費は、６８４

万円で、地域振興課の一般職５名分の人件費と中播農業共済事務組合の負担金、その他

農政事務に係る経費を計上をいたしております。

６４ページから６６ページにかけての３目農業振興費は、１億０５２万０００円

でございまして、各区の農会長、営農組合長への農政事務に対する協力謝礼、中山間地

域等直接支払交付金、有害鳥獣対策、猿、アライグマ、ヌートリア等、多面的機能支払

交付金、米安全確保対策、鹿捕獲支援、人⋞農地問題解決推進事業など農政施策に係る

経費を計上をいたしております。そのうち、６５ページの１９節負担金、補助及び交付

金でございます。農業機械施設整備支援事業補助金１１７万円につきましては、これは

町単独の補助事業でございまして、２８年度で予定しておりますのは、山田営農、吉冨

営農、そして認定農業者の方の農業機械導入に係る補助金でございます。続きまして、

集落営農高度化促進事業補助金２５０万円でございます。これにつきましては、県の補

助事業でございまして、これにつきましては、大山営農の農業機械導入に係るものでご

ざいます。６６ページの経営体育成支援事業補助金４８０万円につきましては、これは

国の補助事業でございまして、中村営農、杉営農の農業機械導入に係る補助金でござい

ます。

４目農地費は、８６８万０００円でございまして、ため池一斉点検の委託料、そし

て区から要望のあった１１件の町単独土地改良事業補助金６４５万円などを計上をいた

しておるところでございます。５目農業施設管理費は、２３２万０００円でござい

まして、水車公園加工実習室の指定管理料、そして神崎フードの施設維持費を計上をい

たしております。加えて、歳入で申しました「銀の馬車道かみかわ」の設置の経費を計

上をいたしております。その「かみかわ」の事業費につきましては、１１節需用費の消

耗品費１４万円、１３節委託料の設計業務委託料８９０万円、１５節工事請負費８７

２万円、１８節備品購入費９０万円、合わせて８６６万円を計上をいたしたところで

ございます。

６６ページから６８ページにかけての６目地籍調査費は、２億３６０万０００円

でございまして、地籍課職員１０名の人件費と、山林調査、新田地区、作畑地区、越知

地区、川上地区、大山地区で実施する事業費を計上をいたしております。

６８ページから６９ページにかけての２項林業費、１目林業総務費は、６６８万

０００円でございまして、地域振興課の１名の人件費、それと県営事業の広域基幹林道、

千ケ峰⋞三国岳線の工事費の県ヘの負担金、そしてその他林政事務に係る経費を計上を

いたしております。６９ページ、２目林業振興費でございます。９０７万０００円
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でございまして、木工芸センターピノキオ館の指定管理料、そしてピノキオ館のトイレ

とテラスの改修工事、川上、上小田のナラ枯れ対策委託料、森林管理１００％推進によ

る造林事業、県民緑税を活用した緊急防災林の整備などの事業、そして町単独補助事業

の間伐補助金、それとあわせまして、２００万円未満の裏山防災工事に係る費用の９分

７を補助する治山治水補助金として、区要望のありました５件分、７７７万０００円

などを計上をいたしております。１８節備品購入費１９２万円につきましては、生野の

バイオ発電へ出荷する一般用バイオ材の重量をはかるために、集積場で使用する簡易的

な計量器を購入するものでございます。

６９ページから７０ページにかけての３項水産業費は、６９２万０００円でござい

まして、寺前、長谷、越知川の各漁業組合への補助金、事務費などを計上をいたしてお

ります。平成２８年度から県とともに、みんなで育てるひょうごの川として河川の清掃

などに取り組みながら、グリーンエコーで川に親しんでもらうＰＲイベントなどを開催

する予定となっております。

７０ページ、６款商工費、１目商工振興費は、０４９万０００円で、地域振興課

の一般職３名の人件費と町商工会への補助金０６０万円、ハートフル商品券の補助金

２００万円、そして寺前駅前のさらなる活性化とにぎわいづくりのための寺前駅前商店

会、アンテナショップ等の設置補助金３９２万０００円などを計上をいたしておると

ころでございます。

７０ページから７３ページにかけての２目観光振興費につきましては、１億１２１

万０００円で、地域振興課の一般職３名の人件費と町観光協会への補助金９８８万円、

夏まつりの補助金３８０万円を初めとした地域活性化事業、そして各観光施設の指定管

理料や維持管理経費、改修工事費など、観光施策に係る経費を計上をいたしておるとこ

ろでございます。

７３ページから７４ページにかけての３目大河内高原整備費は、６億７５２万０

００円で、峰山高原と砥峰高原の観光ＰＲ、高原内の施設の維持管理経費、そしてスキ

ー場整備に係る経費を計上をいたしております。スキー場整備の事業費につきましては、

７４ページ、１３節委託料、測量等委託料と設計業務委託料合わせまして８７３万

０００円、１５節工事請負費のスキー場整備５億６２６万０００円、１９節負担金、

補助及び交付金の電線張りかえ、電柱移設工事負担金の５００万円の計６億円でござ

います。

７４ページから７６ページにかけての７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費

は、１億４０万０００円で、建設課の一般職１０名の人件費と町営駐車場の管理、Ｊ

Ｒ播但線の駅トイレの維持管理、道路台帳の管理、そして急傾斜地崩壊対策事業、本村

区、岩屋区に係る県への負担金などを計上をいたしております。

７６ページ、２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費は、７９０万０００円で、町

道の除草作業の委託料、除雪経費、そして区要望の一番多い町道の維持修繕費につきま
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して、２３件の工事費８５５万などを計上をいたしたところでございます。７６ペー

ジから７７ページにかけての２目道路橋梁新設改良費は、４億３３０万円でございま

して、道整備交付金事業で継続事業として町道神崎⋞市川線が８００万円、町道神崎

⋞市川線の支線が１１０万円、町道水走り中河原線６１０万円、町単独道路改良事

業では、辺地対策事業として、町道作畑⋞新田線の測量設計０００万円、そして区要

望の４件の工事費、用地費につきまして３２０万円、そして橋梁の長寿命化修繕工事

に係る経費を計上をいたしたところでございます。この事業内容につきましては、一般

会計説明資料の５６ページから５７ページに掲載しているとおりでございます。

続きまして、７７ページでございます。３項河川費は、９５４万０００円で、引

き続き河川台帳の整備を行います。そして区要望４件の河川改修工事１５０万円を含

めて計上をいたしております。４項都市計画費は、７１２万０００円でございまして、

これにつきましては、中村⋞粟賀町歴史的景観形成地区の景観まちづくり事業として、

かみかわ銀の馬車道づくり協議会へ補助金として支出をするために計上をいたしており

ます。

７８ページ、５項住宅費、１目住宅管理費は、９１９万０００円でございまして、

町内５カ所の町営住宅の維持管理経費と、若者の定住促進を目的とした家賃補助５１件

分、住宅取得支援補助金１３件分等を計上をいたしております。７８ページから７９ペ

ージにかけての２目住宅建設費は、１億６１２万０００円でございまして、昨年に

引き続き空き家の利活用の事業を推進していくとともに、若者世帯向け公営住宅として、

引き続き中村団地に２棟８戸を建設する工事費１億２２８万円などを計上をいたした

ところでございます。

７９ページ、８款消防費、１目常備消防費は、１億３０２万０００円で、姫路市

消防局への消防事務委託料１億４６７万０００円、そして神崎郡３町の管内で使用

する消防車両の更新に係る姫路市への負担金として８２９万０００円を計上いたした

ところでございます。７９ページから８０ページにかけての２目、非常備消防費は１

９２万０００円で、消防団活動に係る経費を計上をいたしております。そのうち１節

報酬、団員報酬は、見直しを行い、９５３万円を計上いたしたところでございます。ま

た、組織改編にあわせ団員の活動服を更新するために、１１節需用費の予算の中に９６

６万円を含んで計上いたしたところでございます。

８０ページから８１ページ、３目消防施設費は、１８３万０００円でございまし

て、各分団が保有する消防車両と指令車の維持管理費を計上いたしておりますとともに、

施設整備として区要望の３件の警鐘台の塗装修繕等２５６万円を計上をし、そして根宇

野部、寺野部の小型動力ポンプつき軽四積載車２台の購入費０７９万０００円を計

上いたしたところでございます。８１ページから８２ページ、４目災害対策費は、６億

４５７万０００円で、防災備蓄品の購入、自主防災組織への運営補助金、そして洪

水ハザードマップの更新費用など、防災対策に係る経費を計上をいたしております。防
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災行政無線整備の事業費につきましては、１３節委託料、管理業務委託料７２２万０

００円、そして１５節工事請負費６億９００万円でございます。

８２ページ、９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費は、１１０万０００

円で、教育委員４名の委員報酬と教育委員会の運営経費でございます。８２ページから

８４ページにかけての２目事務局費は、４０２万０００円で、教育長と教育課５名

の人件費と不登校など問題を抱える児童⋞生徒の支援のための適応教室の職員の配置な

ど、教育行政に必要な経費を計上をいたしております。

８４ページ、２項小学校費、１目小学校管理費は、３２２万円で、一般職２名の人

件費と町内４小学校の学校運営及び施設管理に係る経費を計上をいたしております。８

６ページの１５節工事請負費４５０万０００円の内訳につきましては、一般会計説明

資料の６２ページに掲載のとおりでございます。

８７ページ、２目小学校教育振興費は、５４４万０００円でございまして、自然学

校、教育体験活動、そして就学援助費に係る経費を計上をいたしております。８７ペー

ジから８９ページにかけての３項中学校費、１目中学校管理費は、２７７万０００

円で、一般職１名の人件費と神河中学校の学校運営並びに施設管理に係る経費を計上を

いたしております。８９ページ、１５節工事請負費１２万円につきましては、体育館倉

庫の換気扇を取りつける工事費でございます。９０ページ、２目中学校教育振興費は、

９０１万０００円で、トライやる⋞ウイーク、国際感覚や英語でのコミュニケーショ

ン能力育成のための外国語指導助手ＡＬＴの活用事業、そして就学援助費などを計上を

いたしております。

９０ページから９２ページにかけての４項幼稚園費は、１億５８５万０００円で、

幼稚園教諭１２名の人件費と町内４幼稚園の運営並びに施設管理に係る経費を計上をい

たしております。次に、９２ページ、１５節の工事請負費７００万円の内訳につきまし

ては、一般会計予算説明資料の６５ページに記載のとおりでございます。

９２ページから９５ページ、５項社会教育費、１目社会教育総務費は、６５４万

０００円で、教育課の一般職２名の人件費と人権啓発、人権学習事業、放課後子ども教

室と学童保育、小学校を対象とした土曜チャレンジ学習、成人式などを計上し、そして

町の文化財保存事業とあわせまして、文化庁の補助を受け策定する歴史文化基本構想と、

県のふるさとづくり推進事業の補助を受け策定する歴史文化遺産保存活用計画等に係る

経費を計上をいたしております。

９５ページから９７ページにかけての２目公民館費は、４２６万０００円で、一

般職３名の人件費と神崎⋞中央公民館の施設維持管理費、そしてシニアカレッジ、公民

館教室、ふるさと文化祭、美術展、一般公演、そして図書室の運営に係る経費を計上を

いたしております。９７ページから９９ページ、３目社会教育施設運営費は、２５５

万０００円で、一般職１名の人件費と児童センターきらきら館、子育て学習センター、

地域交流センターやまびこ学園等の施設維持管理に係る経費を計上をいたしております。
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９９ページ６項保健体育費、１目保健体育総務費は６８７万０００円で、スポーツ

推進委員１７名の委員報酬と体育協会への補助金１３０万円、青少年健全育成団体への

補助金５０万円、スポーツ教室、大会などに係る経費を計上をいたしております。

９９ページから１０１ページにかけての２目体育施設管理費は、０１５万０００

円で、町内７カ所の体育施設の運営及び施設維持管理費を計上いたしたところでござい

ます。１０１ページから１０３ページにかけての３目、学校給食費は１億８６９万

０００円で、一般職４名の人件費、そして臨時嘱託職員１１名分の賃金、そして学校給

食の運営と施設の維持管理経費を計上をいたしております。

１０３ページから１０４ページにかけての１０款公債費、１目元金は、９億９４８

万０００円で、過去に実施した学校や観光施設の建設、そして道路などインフラ整備

の財源として借り入れました地方債の元金に係る返済金を計上をいたしております。１

０４ページ、２目利子１億３２６万０００円でございまして、過去に借り入れた地

方債の利子が１億１９７万０００円と、資金繰りのために一時的に借り入れる予定

の一時借入金利子を１２９万０００円と見込んで計上をいたしております。１２款予

備費につきまして、例年どおり５００万円を計上をいたしたところでございます。

続きまして、１０５ページでございます。１０５ページにつきましては、債務負担行

為の支出予定額に関する調書でございます。上段の現年分につきましては、先ほど説明

しました本予算の８ページ、第２表の債務負担行為を記載をいたしております。その下

の過年度分につきましては、過去に債務負担行為として設定をし、２８年度以降の支出

予定額があるものを記載しております。

続きまして、１０６ページをお願いします。地方債の現在高見込みの調書でございま

す。前年度末起債残高の見込み額が１０８億９１０万０００円、２８年度の町債の借

入見込み額が１９億２３０万円、そして元金の償還見込みが９億９４８万０００

円、それぞれ差し引きをしまして２８年度末の現在高の見込みは１１７億１９１万

０００円の予定としているところでございます。

続きまして、１０７ページから１１２ページにつきましては、それぞれ給与費明細書

を添付をいたしております。

最後に、予算説明資料について少し説明をさせていただきます。予算説明資料をお開

きをお願いしたいと、このように思います。

まず、予算の説明資料につきましては、予算の概要ということで、１ページから１４

ページまでが概要としてありますが、その後に、引き続き新たに１ページからページを

打ってございます。まず、その１ページでございます。平成２８年度の各会計別の当初

予算額の状況で前年対比をしたものを載せてございます。それと２ページから９ページ

につきましても、例年と同様に予算の状況について前年対比をしながら分析をし、載せ

てございます。

その中で、８ページをごらんになっていただきたいと思います。８ページにつきまし
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ては、予算分析表となってございまして、経常収支比率の算出表でございます。平成２

８年度の当初は、その下段にありますように、９ ９％、その右隣には、昨年の当初が

記載されております。９ ４％で、 ５％の上昇ということでございます。これにつき

ましては、歳入の経常一般財源の減少、これが大きいものと思われます。それとあわせ

まして、歳出、経常一般財源の人件費、扶助費、公債費の義務的経費がいずれも上昇し

ているというところが原因となり、少し悪化をするというか、上昇をした結果になって

きたという状況でございます。これにつきましては、決算をする中で、減少をさせてい

きたいと、このように考えます。

続きまして、１０ページから１２ページは、町税の状況を載せてございます。

１３ページから１５ページについては、地方譲与税、県税の各交付金、地方交付税の

概要説明でございます。そして先ほど申しました１６ページから７２ページは、各事業

ごとの説明を載せてございます。そして７３ページから７４ページは、地方消費税交付

金の社会保障財源の充当一覧でございます。そして最後に、７５ページから７７ページ

は、財産に関する調書を載せてございますので、参考にしていただきたいと思います。

以上で詳細説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 御苦労さんでした。

第３２号議案の提案説明は終わりました。

ここで暫時休憩をいたします。再開を１３時ちょうどといたします。

午前１１時５４分休憩

午後 １時００分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

それでは、次に、３３号議案、平成２８年度神河町介護療育支援事業特別会計予算に

ついて提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２８年度神河町介護療育支援事業特別会計予算でございます。

本会計につきましては、神崎郡３町と姫路市で児童に対する療育事業や福祉介護スタ

ッフ研修、支援事業等を共同設置して運営しております。予算の内容につきましては、

歳入では、ケアステーションの負担金、一般会計繰入金、受託及び事業収入を予定し、

歳出では、人件費１１名分と経常経費、そして起債償還分としての一般会計繰出金が主

なものであります。これらによりまして歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１

２２万０００円とするものです。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきましては病院総務課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお願い
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いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 秀明君） 病院の藤原でございます。それでは、介護

療育支援事業特別会計予算の詳細説明をさせていただきます。

事項別明細書で説明をさせていただきますので、４ページをお願いいたします。４ペ

ージの歳入で第１款第１項１目負担金のケアステーション負担金は、市川町、福崎町、

姫路市の負担分でございまして、８７３万０００円、第２款第１項１目一般会計繰

入金は、神河町の負担分で９７２万０００円でございます。２目の老人訪問看護事業

特別会計繰入金の１００万円は、訪問看護ステーションの事務所が同居しているための

負担分でございます。

５ページに行きまして、５ページの第４款第１項１目障害児通園事業収入の０９０

万０００円は、児童福祉法に基づく報酬分でございます。２８年度に利用される児童

を年間延べ１３５人と見ております。２目障害児相談支援事業収入は、８５名分のサ

ービス利用計画の作成とモニタリングを予定しておりまして、２４６万０００円を見

込んでおります。第２項１目受託事業収入は、介護保険の介護予防事業の受託分で７６

万０００円を見ております。第３項１目利用者負担金は、障害児通園事業の利用者個

人の１割負担分でございます。

６ページをお願いいたします。６ページの第４項雑入の１目雑入につきましては、研

修参加費、行事参加費、検診助成金と町有自動車損害保険受入金で２９万０００円を

見ております。

７ページをお願いします。７ページは歳出でございます。歳出の業務費３５７万

０００円でございますが、このうち大きなものは人件費で、介護療育事業スタッフの正

職員４名、嘱託非常勤職員４名、非常勤運転員３名の計１１名分を計上させていただい

ております。８節の報償費につきましては、公開講座等を３回を予定しておりまして、

その講師謝礼でございます。１１節需用費は、光熱水費などで３４８万０００円を見

ております。

８ページをお願いします。８ページの１２節役務費では、通話料などで５６万００

０円、１３節委託料ではエレベーター保守点検委託料などで１６６万０００円を見て

おります。１４節使用料及び賃借料は、財務会計システムの賃借料などで８１万００

０円を見ております。１８節備品購入費につきましては、パソコンの更新などを予定し

ておりまして、４０万円となっております。１９節負担金、補助及び交付金は、専門研

修に参加するための負担金で３万円でございます。

９ページをお願いします。９ページの２２節補償、補填及び賠償金で１０万円を見て

おります。２７節公課費は、自動車重量税で３万０００円でございます。

下に行きまして、第３款第１項１目一般会計繰出金６３８万０００円は、建設費の
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償還分を一般会計に繰り出している分でございます。

１１ページ以降は、給与費明細書を添付させていただいております。

以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３３号議案の提案説明が終わりました。

次に、第３４号議案、平成２８年度神河町国民健康保険事業特別会計予算について提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２８年度神河町国民健康保険事業特別会計予算でございます。

平成２８年度の予算編成について、まずは近年の医療費の動向について述べさせてい

ただきます。平成２７年度の状況としましては、高額な手術が突発的に頻出し、一月当

たりの医療費の平均が５００万円を超え、過去最高値の平成２４年度の月平均６５

７万０００円に迫る状況です。対処方法として、病気の早期発見、早期治療を図るた

め、健康検診の受診率向上を目指し、健診受診者へのはがき、電話による受診勧奨、人

間ドックの助成金額の増額や特定健診の無料クーポン券の創設を行った結果、平成２６

年度における特定健診の受診率は４ １％と、県下４位の数字となっています。今後も

受診率増に向けて取り組んでまいります。

さて、本年度の当初予算ですが、主なものとしまして、歳入で国保税が前年度比で

７２４万０００円の増、共同事業交付金が３５７万０００円の増、次に、歳出で

は、一般被保険者療養給付費が０５０万０００円の増、歳入でも計上しています保

険財政共同安定化事業拠出金が０８３万０００円の増となっています。国保税の増

の原因は、一般被保険者の医療給付費の増に対応したことによります。また、保険財政

共同安定化支援事業交付金及び保険財政共同安定化事業拠出金の増についても同様の理

由です。

さて、歳出におきましては、過去５年間、平成２３年度から平成２７年度の医療費の

推移を勘案し、積算をしております。これらによりまして歳入歳出予算の総額は歳入歳

出それぞれ１５億４６０万０００円、前年度比 ２％増の平成２８年度神河町国民

健康保険事業特別会計予算とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして住民生活課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお願いい

たします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（吉岡 嘉宏君） 住民生活課、吉岡でございます。それでは、詳細を説

明させていただきます。
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予算事項別明細書７ページをごらんください。歳入の部ですが、構成比、パーセント

の欄をごらんいただきますと、国民健康保険税が２ ３％、国庫支出金が１ ３％、療

養給付費交付金が ７％、前期高齢者交付金が２ ９％、県支出金が ８％、共同事業

交付金２ ０％、以上、６項目で９５％を占めております。

次、８ページをお願いいたします。歳出の部は、構成比が、保険給付費で５ ５％、

後期高齢者支援金等で１ ３％、介護納付金で ２％、共同事業拠出金で２ ４％、以

上４項目で９ ４％を占めております。

それでは、９ページ以降で主なものを説明させていただきます。

歳入の部、１款国民健康保険税は、原則的には歳出総額から国県等の補助金等収入額

を差し引いた額を賄うものであります。１目一般被保険者分が２億３５３万０００

円、２目退職分が５４７万０００円で、合計３億９００万０００円を計上して

います。昨年との比較で７２４万０００円の増額となっています。内訳としまして、

一般、退職の合計で説明欄中の医療費は税全体に占める割合は約６４％、後期高齢者支

援分は約２５％、介護分は約１１％となっております。

２款使用料及び手数料が７万円で、これは督促手数料です。

３款国庫支出金、１項国庫負担金の合計が２億４４４万０００円で、１目療養給

付費等負担金は、一般被保険者に対する療養給付費、療養費、高額療養費及び後期高齢

者支援金分、介護納付金に対し保険者負担額の３２％相当額が交付されるもので、２億

１８７万０００円、２目高額医療費共同事業負担金は、歳出の高額医療費共同事業

拠出金の４分の１相当が交付されるもので、１０１万０００円、３目特定健診等負

担金は、４０歳から７５歳未満の方の特定健診、特定保健指導事業費の３分の１が交付

されるもので、１５６万０００円、１０ページをごらんになってください。２項国庫

補助金の１目財政調整交付金は、一般被保険者に係る療養給付費、療養費、高額療養費

及び後期高齢者支援金分等の保険者負担額の９％相当額が交付されるもので、９５８

万０００円、特別調整交付金は法改正に伴うシステム改修費に対し４１７万０００

円を計上しています。

４款療養給付費交付金は、国庫補助金の対象外である退職者分に対し、退職者に係る

歳出経費から退職者の保険税を控除した額が社保支払い基金から交付されるもので、

２４０万０００円を計上しています。

５款前期高齢者交付金は、６５歳以上、７５歳未満の方の保険加入率、医療費等によ

り算出され、社保支払い基金から交付されるもので、３億６８３万０００円を計上

しています。

６款県支出金の１項県負担金、１目高額医療費共同事業負担金は、国庫支出金の１項

２目と同じく、歳出の高額医療費共同事業負担金の４分の１相当が交付されるもので、

１０１万０００円を計上しています。２目特定健診等負担金も国庫支出金の１項３

目と同じく、４０歳から７５歳未満の方の特定健診、保健指導事業費の３分の１が交付
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されるもので、１５６万０００円を計上しています。２項県補助金の１目財政調整交

付金の説明欄の普通調整交付金は、内容は、国庫支出金の財政調整交付金と同様で対象

経費の６％相当額が交付されるもので、９７２万０００円、特別調整交付金は、町

ぐるみ健診やがん検診などの事業に対し交付されるもので、３１６万０００円を計

上しています。２目国民健康保険育成指導費補助金は、算定方法が示されていないこと

から、２７年度確定額と同額の１２０万０００円を計上しております。

７款共同事業交付金の説明欄の高額療養費共同事業分は、８０万以上の医療費に対す

る国保連合会からの交付金で、歳出の高額医療費共同事業拠出金の２分の１相当の２

０２万０００円、その下段の保険財政共同安定化事業分は、８０万未満の医療費に対

するもので、歳出の同事業拠出金と同額の３億９８１万０００円を計上しています。

１１ページをごらんください。８款財産収入は、財政調整基金の利子分２７万００

０円、９款繰入金の説明欄の保険基盤安定繰入金は、一般分の保険税軽減分と保険者支

援分で２７年度決算見込み額の９４９万０００円を計上しています。職員給与費等

で４４７万０００円、出産育児一時金分は歳出額の３分の２相当の１６８万円、財

政安定化支援事業分は、２７年度決算見込み額と同額の２８９万０００円を計上して

います。

１０款繰越金は、２７年度からの分で科目設定です。

１１款諸収入の１目第三者納付金は、被保険者の交通事故等の医療費を国保会計で立

てかえる場合の戻り分として科目設定しています。２目返納金は、無資格者の不正利得

返納分として科目設定しています。３目雑入は、１人当たり０００円の特定健診実費

徴収金の７０万円、７０歳以上の負担の本来２割を１割に軽減しているため、県からの

負担金、指定公費負担金として６万円、雑入を０００円を計上をいたしております。

１２ページをごらんになってください。１１款諸収入の２項延滞金加算金及び過料で、

保険税延滞金を一般、退職者別に科目設定しています。

以上、歳入合計は、１５億４６０万０００円であります。

次に、歳出の部、１３ページをごらんになってください。１款総務費、１項総務管理

費、１目一般管理費で、一般職員２名分の人件費や保険給付事務に必要な事務８７９

万０００円を計上しています。１４ページの２項徴税費では、税の賦課徴収に必要な

経費１０３万０００円、３項運営協議会費で国保運営協議会開催に必要な経費７万

０００円をそれぞれ計上しております。

２款保険給付費、１項療養諸費には、療養給付費と療養費があります。療養給付費は

現物給付とも言われ、保険者である町が医療機関に医療費の保険者負担金分７割などを

支払いするものです。療養費は現金給付とも言われ、被保険者が全額を支払いし、後で

保険者負担金分を現金で支給するものであります。この２つは国保事業制度の本体をな

すもので、一般被保険者と退職被保険者に分けて運営することになっております。本年

度予算におきましては、過去５年間、平成２３年から平成２７年度の医療費の伸びに応
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じた額をそれぞれ積算し、記載の額を計上しております。１項療養諸費の合計が８億９

５７万０００円となり、５目審査支払い手数料は、国保連合会に支払うレセプト療養

費支給申請書の審査支払い手数料で、２０７万円を計上しています。

次に、１５ページをごらんください。２項高額療養費も一般と退職に分けて運営して

おり、１目と２目の高額療養費は、個人の負担限度額を超えた分を支給するものです。

過去５年間の高額医療費の伸びに応じた額をそれぞれ積算し、一般は１億１９３万０

００円、退職は５１６万０００円を計上しております。３目と４目の高額介護合算療

養費は、高額療養費と介護保険の自己負担分を合算し、負担限度額を超えた分が支給さ

れる制度で、一般、退職それぞれ３０万、１０万円を計上しています。３項移送費は、

重病人の入院、転院などの移送車代に科目設定をしております。４項出産育児諸費は、

過去４年間の状況を勘案し、１件４２万の６件分、２５２万円を計上しています。５項

葬祭諸費は２０件分の１００万円を計上しております。

次に、１６ページをごらんください。６目精神結核医療付加金は、法律に基づき自立

支援医療費に係る外来医療費について、精神は個人負担の１０％、結核は５％を国保か

ら助成するもので、１０１万０００円を計上しています。以上、２款保険給付費の合

計額が９億１６１万０００円であります。

３款後期高齢者支援金等は、厚労省の基礎数値をもとに積算しており、１億１３９

万０００円と事務経費１万０００円の合計１億１４０万０００円を計上してい

ます。

４款前期高齢者納付金も３款と同様で、７万０００円と事務経費１万０００円の

合計８万０００円を計上しています。

５款老人保健拠出金は、社保支払い基金と厚労省の基礎数値によりますが、２７年度

は拠出がなく、科目設定と事務経費の合計０００円を計上しています。

６款介護納付金も、社保支払い基金と厚労省の基礎数値により６１０万０００円

を計上しています。

次に、１７ページをごらんになってください。７款共同事業拠出金、１目高額医療費

拠出金は国保連による高額医療費共同事業に対する拠出金で、８０万円を超える医療費

の一部が補填される再保険の掛金的性格であり、国保連から通知のあった４０５万

０００円を計上しています。２目保険財政共同安定化事業拠出金は、医療費が８０万円

未満が対象で３億９８１万０００円で、７款の合計額が３億３８６万０００円

です。

８款保健事業費、１項特定健診等事業費は、特定健診、特定保健指導の費用と特定健

康診査等実施計画策定委託料で５８６万０００円を計上しています。２項保健事業費

は、無受診家庭への記念品代や制度啓発のパンフレット代、人間ドック、脳ドック費用、

保健指導事業委託料など８３２万０００円を計上しております。

次に、１８ページをお願いします。９款基金費は、財政調整基金の貯金利子積立金と
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して２７万０００円を計上しています。

１０款諸支出金、１項償還金、還付加算金の１目国民健康保険税還付金は、税の過年

度還付金として２００万円を計上、２目、３目、４目は科目設定でございます。２項繰

出金は、特定健診、特定保健指導に係る事務費用を一般会計へ繰り出すために１６万円

を計上しています。

１１款予備費は、療養給付費等の支出に不安定要素があるため５００万円を計上して

います。

以上、歳出合計は１５億４６０万０００円であります。

１９ページ以降には給与費明細を添付しております。

以上、平成２８年度神河町国民健康保険事業特別会計の内容説明とさせていただきま

す。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３４号議案の提案説明が終わりました。

次に、第３５号議案、平成２８年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算について、

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２８年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算でございます。

本事業は、医療保険料を年金から徴収する特別徴収と納付書により徴収する普通徴収

で受け入れ、広域連合へ負担金として支出することが基本的な内容でございます。

主な内容は、歳入では、医療保険料１億６９２万０００円、一般会計繰入金０

９０万円等を計上しております。歳出では、一般管理費８２７万０００円、後期高齢

者医療広域連合納付金１億９５５万０００円等を計上しております。これらにより

まして、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億７９４万０００円とするもの

でございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして住民生活課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお願いい

たします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（吉岡 嘉宏君） 住民生活課、吉岡でございます。それでは、予算事項

別明細書の６ページをごらんになってください。

歳入の部、１款後期高齢者医療保険料は、広域連合より提示された賦課総額見込み額

から軽減分を差し引いた額に、特別徴収及び普通徴収それぞれに収納率を割合を掛けて

おります。収納率は、特別徴収は１００％、普通徴収は平成２６年度実績が９ ２３％

ということで、割合は特別徴収が約８０％、普通徴収が約２０％を占めます。普通徴収
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の過年度分は、２７年度滞納見込み額に収納率を掛けております。保険料の合計は１億

６９２万０００円です。

２款使用料及び手数料は科目設定です。

３款繰入金は一般会計からの繰入金で、事務費繰り入れ人件費と事務費で８２７万

０００円、保険基盤安定繰入金は広域連合から提示の２６２万０００円です。

４款諸収入の１項延滞金、加算金及び過料と２項雑入は科目設定です。同じく３項の

償還金及び還付加算金、１目保険料還付金は２７年度実績から１０万円、２目還付加算

金も２７年度実績から１万円を計上しています。

５款繰越金は、前年度繰越金として科目設定しております。

以上、歳入合計が１億７９４万０００円であります。

歳出の部、７ページをお願いします。１款総務費の１目一般管理費では、職員１名の

人件費と事務経費で８２７万０００円でございます。

２款広域連合負担金は広域連合からの提示額でありまして、内訳は、説明欄の保険料

等負担金１億６８１万０００円、保険基盤安定制度負担金２６２万０００円、

過年度分保険料等負担金１１万０００円で、合計が１億９５５万０００円であり

ます。

３款諸支出の保険料還付金は２７年度実績から１０万円、還付加算金も２７年度実績

から１万円を計上しています。

以上、歳出合計が１億７９４万０００円であります。

９ページ以降には給与費明細を添付しております。

内容説明は以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３５号議案の提案説明が終わりました。

次に、第３６号議案、平成２８年度神河町介護保険事業特別会計予算について、提出

者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３６号議案の提案の理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、平成２８年度神河町介護保険事業特別会計予算でございます。

予算の内容につきましては、歳入では、介護保険料２億４８３万０００円、国庫

支出金３億２６８万０００円、支払い基金交付金３億６１７万円、県支出金１億

７７３万０００円、繰入金２億５７２万０００円などを計上しております。歳

出では、事務費に係る総務費は５９９万０００円、介護サービス等に係る保険給付

費は１２億６８０万０００円、地域支援事業費は３１４万０００円などを計上

しております。これらによりまして、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１３億

１５１万０００円、対前年度比１０ ９％とするものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。
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詳細につきまして健康福祉課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお願いい

たします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。第３６号

議案の詳細について御説明申し上げます。

介護保険制度は、介護を社会全体で支え合う制度でございます。その中の介護サービ

ス給付費の基本的な財源内訳は、介護保険料として６５歳以上の第１号被保険者は２２

％、４０歳から６４歳までの第２号被保険者が２８％、計５０％であります。また、残

りの公費５０％の負担割合は、国が２５％、県が１ ５％、町が１ ５％でございます。

第１号被保険者の介護保険料につきましては、平成２７年度から２９年度の３年間の介

護保険サービス給付所要額から算定し、平成２７年度から２９年度までの３年間の基準

保険料額は月額７００円となっております。

以下、事項別明細書で説明させていただきます。９ページをごらんいただきたいと思

います。

歳入でございます。１款１項１目第１号被保険者介護保険料、１節２億３７６万

０００円については、６５歳以上の第１号被保険者９５３名分の保険料でありまして、

平成２７年度の決算見込みとほぼ同額でございます。徴収額の内訳としまして、現年度

分、特別徴収分が９ ４％、普通徴収分が ６％となっております。２節滞納繰り越し

分として１０７万円を計上しております。

２款分担金及び負担金６０９万０００円、これは郡の介護認定審査会の共同設置

負担金で、市川町と福崎町の負担金でございます。

３款使用料及び手数料２万円、督促手数料でございます。

４款１項国庫負担金２億８７６万０００円は、介護サービス給付費のうち居宅サ

ービス費用と審査支払い手数料の合計８億４８０万０００円に対する２０％と、介護

サービス費用４億２００万円に対する１５％と、過年度分０００円を計上しており

ます。２項１目調整交付金は、本来、介護給付費の５％で計算されますが、高齢化率や

被保険者の所得水準等で変動いたします。本町は高齢化率が非常に高いため ９９％で

計算し、過年度と合わせ７８５万０００円を計上しております。２目地域支援事業

交付金（介護予防事業）分及び包括的支援事業⋞任意事業につきましては、新しい総合

事業の交付金制度によりまして補助金の上限額が設けられました。介護予防事業費の交

付金の上限５２２万０００円に対する補助金で、補助率２５％と過年度分を合わせ

３８０万０００円を計上しております。３目包括的支援事業⋞任意事業分は、交付金

の上限である１４６万円に対する補助金で、補助率３９％と過年度分を合わせ２２

６万０００円を計上しております。

１０ページをお願いします。５款１項１目介護保険給付費交付金３億１９０万０
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００円は、介護給付費と審査支払い手数料の合計額１２億６８０万０００円の２８

％を計上しております。２目地域支援事業交付金４２６万０００円は、新しい総合事

業交付金制度により基準額の上限が設けられております。介護予防事業費の交付金の上

限、これ国庫と同じでございますが、５２２万０００円に対する補助金で２８％を

計上しております。

６款１項県負担金１億９７０万０００円は、介護サービス給付費のうち居宅サー

ビス費用と審査支払い手数料の合計８億４８０万０００円に対する１ ５％と、施設

サービス費用４億２００万に対する１ ５％と過年度分を計上しております。２項１

目地域支援事業交付金（介護予防事業）及び包括的支援事業⋞任意事業は、国庫補助金

と同様、新しい総合事業交付金制度により補助基準額の上限が設けられております。介

護予防費の交付金の上限５２２万０００円に対する補助金で、補助率１ ５％と過

年度分を合わせて１９０万０００円を計上しております。２目包括的支援事業⋞任意

事業分は、交付金の上限である１４６万円に対する補助金で、補助率１ ５％と過年

度分を合わせ６１３万０００円を計上しております。

７款財産収入５万０００円は、介護給付費準備基金の預金利子でございます。

８款１項１目介護給付費繰入金１億７１０万円は、介護給付費と審査支払い手数料

の合計１２億６８０万０００円の１ ５％を計上しております。２目一般会計繰入

金については、１１ページにかけての説明となります。資格管理に係る職員の給与費等

繰入金４１７万０００円、郡認定審査会に係る神河町負担分７１６万０００円、

その他事務費に係る繰入金７５４万０００円、介護予防事業費に係る町負担金１ ５

％相当１９０万０００円、包括的支援事業⋞任意事業に対する町負担率１ ５％の額

及び町繰り入れ分６１３万０００円、介護保険料軽減負担金繰入金１６９万０００

円の合計８６２万０００円を計上しています。

９款繰入金は、前年度からの繰り越し予定１７３万０００円を計上しています。

１０款１目延滞金、加算及び過料は科目設定しています。２項１目雑入の返納金につ

いても科目設定をしております。２節ケアプラン作成料６４５万円は、地域包括支援セ

ンター及び町が委託した居宅支援事業所がケアプランを作成し介護報酬として受領する

額でございます。また、訪問調査受け入れ事業収入０００円を計上しています。２項

第三者納付金を科目設定しております。

１２ページをお願いします。歳出でございます。１款１項１目資格業務管理費６０

３万０００円は、資格業務等に携わる職員２名分の人件費並びに法改正システムに係

る経費を計上しています。２目サービス業務管理費０２２万円は、介護保険サービス

業務に携わる職員２名、認定調査を行う嘱託職員２名の人件費が主たるものでございま

す。３目連合会負担金１０万０００円は、国保連合会会員負担金等を計上しています。

２項１目賦課徴収金３２万０００円は、介護保険料の賦課に係る経費を計上していま

す。３項１目介護認定審査会については、１４ページにわたって説明いたします。予算

－１１７－



額４７５万０００円は、神崎郡３町が共同で行っています介護認定審査会に係る経

費で、審査会委員１５名の報酬、費用弁償と審査会業務に携わる嘱託職員２名の人件費

及びコンピューター保守費用等を計上しております。４項１目認定調査等費４３６万円

は、被保険者の認定調査に係る経費で主治医の意見書料等が主なものでございます。５

項１目運営協議会費２０万円は、運営協議会に係る経費を計上しています。介護保険法

の改正により、新しい総合事業及び協議体設置等に係る運営協議会の回数が多く見込ま

れることから大幅に増額しております。

２款１項１目介護サービス給付費等諸費については、１５ページにわたって説明いた

します。予算額１２億５８６万０００円、前年度当初比で ６５％の伸びで、居宅

介護サービス費等で８億３８６万０００円、施設介護サービス給付費等で４億２０

０万円を計上しております。２項１目審査支払い手数料９４万円は、介護給付費の審査

支払い手数料でございます。

１５ページから１６ページにかけて説明いたします。３款１項１目介護予防費９５

８万０００円は、介護予防で要介護等になるおそれの高い状態にあると認められる６

５歳以上の方を対象に、要介護になることを防ぐことを目的として実施する事業でござ

います。今年度も従来から取り組んでおります、こつこつ貯筋教室、認知症予防教室、

転倒予防教室、地区巡回教室等も継続実施する経費、及び保健師２名の人件費を計上し

ております。２目総合事業費精算金１０万円については、神河町の被保険者が他市町の

介護保険施設の住所地特例者となりまして、その市町への総合サービス費を支払うこと

になるため予算計上をしております。

１６ページから１７ページにかけて説明いたします。２項１目介護予防ケアマネジメ

ント事業費０７６万０００円は、地域包括支援センターの運営、福祉相談などや介

護予防のケアプランに係る事業費でございまして、保健師１名、社会福祉士１名、主任

ケアマネジャー１名の人件費、介護予防サービス計画作成委託料などを計上しておりま

す。２目認知症高齢者見守り事業２８３万０００円は、タッチパネル健診後に軽度認

知障害のある方に対し、フォローを含め介護予防、私たちはほがらか教室といってます

が、の開催、認知症講演会の開催等の経費を計上しております。３目権利擁護事業費８

７万０００円は、認知症などで判断能力が不十分な方の財産や権利を保護し支援する

制度で、その申し立てを行える家族がおられない場合、首長が行うことになります。そ

の費用について計上しております。４目在宅医療⋞介護連携推進事業７４万０００円

については、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで可能な限り住みなれ

た地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、地域包括ケアシ

ステムの構築を推進するため、昨年１０月４日に在宅医療⋞介護連携推進協議会を設置

しました。合わせて３つの部会により協議をかさねております。その委員会の委員に対

する謝金等でございます。５目生活支援体制整備事業費８２４万円については、介護保

険法の改正により、首長が中心となって生活支援コーディネーター、いわゆる地域支え

－１１８－



合い推進員や協議体の設置などを通じてサービスが創設されるよう取り組む事業が必須

とされました。この事業については、従来から地域福祉に取り組んでおります町の社会

福祉協議会に委託し、実施する予定です。

１８ページをお願いします。４款財政安定化基金拠出金は科目設定をしております。

５款諸支出金は介護保険料の還付金、還付加算金で３０万０００円、国庫負担金等

償還金０００円を計上しております。２項繰出金は、払戻金等０００円を計上して

おります。

６款介護給付費準備基金４５２万０００円を計上しております。

７款は予備費でございます。

１９ページ以降に給与費明細書を添付をしております。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３６号議案の提案説明は終わりました。

次に、第３７号議案、平成２８年度神河町土地開発事業特別会計予算について、提出

者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２８年度神河町土地開発事業特別会計予算でございます。

予算の内容としましては、歳入では、土地売り払い収入で９０８万円、雑収入で４

５０万円、繰越金で０７２万０００円を見込んでおります。また歳出では、貝野宅

地造成事業費で７０７万０００円、寺前宅地造成事業費で５０万０００円、カク

レ畑多自然居住推進事業費で７７３万０００円、予備費で８９９万０００円をそ

れぞれ計上しております。これらによりまして、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞ

れ４３０万０００円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

なお、詳細につきまして地域振興課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

地域振興課長。

○地域振興課長（石堂 浩一君） 地域振興課の石堂でございます。それでは、平成２８

年度神河町土地開発事業特別会計の歳入歳出予算について御説明申し上げます。

事項別明細書の４ページをごらんください。まず歳入でございますが、１款財産収入、

１項財産売り払い収入、１目土地売り払い収入を９０８万円としております。内訳と

しまして、貝野住宅、しんこうタウン第３期の売り払い収入として３区画、約６３０平

米の販売を予定しておりまして、３３１万円を計上させていただいております。また、

秋桜たうんの定期借地権を買い取られる場合のために０００円の科目設定をしており
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ます。カクレ畑ログハウス村につきましては、売り払い収入を５７６万０００円予

定しておりまして、その内訳としましては、１５区画の分譲地の売り払い収入５４１

万円と、クラインガルテンカクレ畑の賃貸分の土地代の分割払いが３５万０００円で

あります。

次に、２款諸収入、１項雑入、１目雑入でカクレ畑入居者負担金として、１５区画の

分譲地分の水道施設整備負担金として４５０万円を計上させていただいております。

次に、３款繰越金、１項繰越金、１目繰越金でありますが、前年度繰越金として０

７２万０００円を計上しておりまして、内訳は、カクレ畑多自然居住推進事業の前年

度繰越金が７８万０００円、貝野住宅造成事業費の前年度繰越金が９９３万０００

円であります。

以上、歳入合計が４３０万０００円となっております。

次に、５ページをごらんください。歳出でございます。１款土木費、１項住宅費、１

目貝野住宅造成事業費でございますが、職員の時間外手当として１５万円、旅費４万円、

需用費９１万０００円で、印刷製本費として販売用チラシ２万２００枚の作成費用、

３回分として３３万０００円と、敷地内道路等の修繕料としまして５０万円を計上さ

せております。役務費としまして１２８万０００円で、郵便料が５万円、旧神崎郡内

と朝来市の一部へ２万２００部の３回分の新聞折り込み料として２１万０００円と、

新聞等への広告料１０２万０００円を計上しております。委託料の１０４万０００

円は、町有地の草刈り等の管理委託料２８万０００円と、県宅建協会と全国不動産協

会への分譲地販売３区画分の３％の土地あっせん委託料７５万０００円でございます。

通行料及び駐車料の使用料及び賃借料で２万０００円、備品購入費の３０万円はごみ

ステーション１基の購入を予定しております。繰出金としましては、分譲地３区画分の

土地売り払い収入の全額を一般会計へ繰り出しする予定でありまして、土地売り払い収

入と同額の３３１万円を計上しております。２目寺前宅地造成事業費は需用費の修繕

料で、秋桜たうんの道路修繕料として５０万円を計画しております。また、定期借地権

の契約用地を購入された場合の一般会計繰出金として０００円の科目設定をしており

ます。３目カクレ畑多自然居住推進事業費は分譲業務の委託料としまして３１１万

０００円、補償、補填及び賠償金で４６２万０００円を大川原区と大川原区の１組へ

の土地代金として計上させていただいております。予備費は８９９万０００円で、カ

クレ畑多自然居住推進事業の分譲地の売り払い収入及び賃貸料の町配分額２５３万０

００円と貝野住宅造成事業の前年度繰越金で５６７万０００円、カクレ畑多自然居住

推進事業の前年度繰越金が７８万０００円でございます。

以上で土地開発事業特別会計の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議お願

いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３７号議案の提案説明が終わりました。

次に、第３８号議案、平成２８年度神河町老人訪問看護事業特別会計予算について、

－１２０－



提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２８年度神河町老人訪問看護事業特別会計予算でございます。

本会計につきましては、かんざき訪問看護ステーションを運営する特別会計でござい

まして、神崎郡、姫路市香寺町及び朝来市生野町を事業対象区域として、在宅の寝たき

り高齢者等に対し安心して家庭療養が維持できるようサービスを行うことを目的とする

会計でございます。

歳入では事業収入を見込み、歳出では人件費１４名分と訪問看護委託料等を計上して

おります。これらによりまして、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億２１１万

０００円とするものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきまして病院総務課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお願いい

たします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 秀明君） 病院の藤原でございます。それでは、詳細

説明をさせていただきます。

事項別明細書で説明をさせていただきますので、４ページをお願いいたします。４ペ

ージでは、歳入としまして、１款１項１目の事業収入の１節医療保険収入で年間延べ

９８０回を見込んでおりまして８９９万０００円、２節の介護保険収入では、訪問

看護のサービス事業収入で年間延べ７６０回を見ておりまして６２２万０００円

と、ケアプランを作成する居宅介護支援事業収入としまして９２２万０００円を見込

んでおりまして、第３款繰入金は、財政調整基金を５００万円取り崩して繰り入れをす

る予定でございます。

５ページをお願いします。５款１項１目受託事業収入としまして、介護予防のケアプ

ラン作成受託などで２７万０００円でございます。２項１目雑入は、町有自動車損害

保険受入金２０万円でございます。

６ページをお願いいたします。６ページは歳出でございます。ここではスタッフ、正

職員９名、嘱託と臨時職員で５名、委託の看護師２名の計１６名が担当をいたしており

ます。業務費９３６万０００円の主なものは人件費となっておりまして、６ページ

の上のほうが人件費でございまして、業務費全体では６ページ、７ページとなりますけ

ども、うち大きなものは１３節の委託料でございまして、訪問看護、香寺町の分につき

ましては、委託看護師に委託を行ってる関係でこの委託費が大きくなっております。ま

た、１８節の備品購入費で訪問看護用車両の１台の購入を予定をいたしております。
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９ページをお願いいたします。９ページの４款１項１目の介護療育支援事業特別会計

繰出金で特別会計へ繰り出しを１００万円行っております。これにつきましては、ケア

ステーションかんざきの建物を使っていることによります繰り出しでございます。

１０ページ以降につきましては、給与費明細書を添付させていただいております。

以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３８号議案の提案説明は終わりました。

次に、第３９号議案、平成２８年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算について、

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２８年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算でございます。

主な内容は、歳入では、建設残土等処分の使用料で搬入予定量を０００トンと見込

み９７２万円を計上しております。歳出では、管理業務等に係る委託料４５２万００

０円、基金積立金１８６万０００円等を計上しております。これらによりまして、歳

入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ９７４万０００円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして住民生活課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお願いい

たします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（吉岡 嘉宏君） 住民生活課、吉岡でございます。それでは、詳細を説

明させていただきます。

予算事項別明細書の４ページをごらんになってください。歳入では、１款使用料及び

手数料で、建設残土等搬入予定量０００トンにトン当たりの単価６２０円を乗じた

９７２万円を計上しています。２款財産収入は、財政調整基金の利子見込み額の１万

０００円を計上しています。３款から５款は、記載の内容のとおりの科目設定をしてお

ります。

歳出は、５ページをごらんになってください。１款産業廃棄物処理事業費は必要事務

経費等の計上をしています。１２節役務費では、トラックスケール法定検査手数料８万

円を計上しています。これは２年に１回実施する計量器法定検査料であります。１３節

委託料、水質検査委託料は、地下水や排水の水質検査分で６５万０００円、管理業務

委託料は搬入残土砂等の量と内容のチェックを主とするもので１１２万円、管理委託料

は、搬入予定量０００トンの押し土作業及びこれに係る回送費６回の見込みで１８１

万円です。１４節使用料及び賃借料は住石マテリアルズ株式会社所有の橋梁使用料で、

建設残土の搬入予定量０００トンにトン当たり単価２０円と消費税を乗じ、１３万円
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が主なものでございます。２５節基金積立金は、利子を除く収支の差額１８６万００

０円、２７節公課費は２７年度分の消費税分で６０万円です。２款予備費は、不測の事

態に備え１５０万円を計上しております。以上、歳出が９７４万０００円でございま

す。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３９号議案の提案説明は終わりました。

次に、第４０号議案、平成２８年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算について、

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４０号議案の提案の理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、平成２８年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算でございます。

予算の内容としましては、各集落への助成金２３８万円、寺前漁協への補助金といた

しまして繰出金２００万円と、積立金で運用収入の２５０万０００円と、一般会計か

らの繰入金０００万円、また、寺前財産区からの繰入金０００円の６８８万０

００円、その事務費といたしまして４１万０００円でございます。その財源といたし

まして、振興基金からの繰入金４７９万０００円、寺前財産区からの繰入金０００

円及び一般会計からの繰入金０００万円と、財産運用収入２５０万０００円でござ

います。これらによりまして、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ７３０万０

００円とするものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第４０号議案の提案説明が終わりました。

次に、第４１号議案、平成２８年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算について、

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４１号議案の提案の理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、平成２８年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算でございます。

予算の内容としましては、長谷漁協への補助金といたしまして、繰出金３００万円と、

運用収入の積立金３０万０００円、長谷ふれあいマーケット運営費補助金０００円

で、その事務費といたしまして３１万０００円でございます。その財源としまして、

振興基金からの繰入金３３１万０００円及び財産運用収入３０万０００円でござい

ます。これらによりまして、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ３６２万０００

円とするものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第４１号議案の提案説明は終わりました。
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ここで暫時休憩いたします。再開を２時３０分といたします。

午後２時１２分休憩

午後２時３０分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

次に、第４２号議案、平成２８年度神河町水道事業会計予算について、提出者の説明

を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） それでは、第４２号議案の提案理由並びに内容について御説明

申し上げます。

本議案は、平成２８年度神河町水道事業会計予算でございます。

水道事業におきましては、浄水場等設備の日常運転管理や委託点検を行い、適正な維

持管理に努め、清浄かつ安全で安心な水道水の供給を行っております。

財務状況につきましては、平成２７年度末の累積利益剰余金を２億２７０万００

０円と見込んでおり、平成２８年度の純損失は４２８万０００円となる見込みですが、

減価償却費を原資とした内部留保資金を運用いたしまして、資金不足とならないよう留

意しながら事業運営に当たってまいりたいと考えております。

平成２８年度事業につきましては、給水戸数５１１戸、年間総給水量１１１万５

００立方メートルを予定しております。建設改良事業では、昨年度に引き続き、猪篠、

大河内簡易水道施設整備などの工事を予定しております。第３条予算の収益的収入支出

は同額の４億６６２万０００円を計上しております。第４条予算の資本的収入では、

水道施設整備事業に伴う国庫補助金で１億９８３万円、水道施設整備事業債４億４

３０万円等で、合計６億４８８万円を計上し、支出では７億２５２万０００円を

予定、不足する額１億７６４万０００円につきましては過年度分損益勘定留保資金

等で補填することとしております。一時借入金の限度額は３億円、議会の議決を経なけ

れば流用することのできない経費、職員給与費を８２０万円、一般会計からの補助金

は８３１万０００円を予定しております。棚卸資産購入限度額を３００万円と定め

ています。

以上が提案理由及び内容でございます。

詳細説明につきましては上下水道課長から行いますので、よろしく御審議をお願いい

たします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

上下水道課長。

○上下水道課長（中島 康之君） 上下水道課の中島です。よろしくお願いします。第４

２号議案、平成２８年度水道事業会計予算の主なものについて詳細説明をさせていただ

きます。
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それでは、１８ページをお願いします。予算実施計画説明書で収益的収入です。１款

水道事業収益は４億６６２万０００円で、１項１目給水収益は給水戸数５１１件

で、水道使用料は２億５０４万０００円を見込んでいます。３目その他営業収益は

１５５万０００円で、消火栓使用料４５万０００円、新規加入金１０件分８４万円

等を計上しています。新規加入金は地方創生事業で一般の加入分担金を免除しますので、

中村の若者世帯住宅と事業所等で１０件としています。２項２目他会計補助金は、一般

会計からの補助金８３１万０００円、前年度は簡水統合経費として認可書の作成に

係る繰り入れがありましたが、完了したこと等により２２８万０００円の減額となっ

ています。３目消費税及び地方消費税還付金が、水道施設整備事業の増により０００

万円の還付を見込んでいます。４目長期前受け金戻入は、補助金、負担金、受贈財産の

減価償却分を収益化し５４３万０００円を計上、なお、この金額は現金収入を伴わ

ない収入となります。

次に、１９ページをお願いします。収益的支出でございます。１款水道事業費用は４

億６６２万０００円で収入と同額です。１項１目原水及び浄水費は３３６万０

００円で、対前年度比３９４万０００円の減となっています。今年度は集中監視シス

テムをクラウド方式に変更し工事を完成させる予定ですので、今までのテレメーター装

置の保守点検委託料等の減額によるものでございます。２目配水及び給水費は１７０

万０００円で、対前年度比２２２万０００円の増で、主なものはメーターの取り

かえ業務で昨年は５３４個でしたが、ことしは４８８個の取りかえを行います。それ

に伴うメーター購入料と工事費が主な要因となっています。

２０ページをお願いします。４目の総係費で職員４人の人件費を計上しております。

予算額は２５３万０００円で、対前年度比で０３７万０００円の減となってい

ます。これは昨年度、水道認可申請業務で８５３万、会計制度改正対応業務で１０２万

円等を計上していたためで、今年度についてはその分が減少しております。

２１ページをお願いします。６目資産減耗費で７００万円計上しています。固定資産

除却費用で今年度に行う各浄水場の計装盤、ろ過機器等の更新により、古い資産の除却

を行うものでございます。２項営業外費用の２目雑支出で１５０万円を計上していま

す。これは特定収入の費用化によるもので、国庫補助金、負担金分の消費税分を計上し

ております。

２３ページをごらんください。資本的収入です。１款資本的収入は６億４８８万円

で、前年度より２億５１８万円増額となっています。今年度行う水道施設整備事業の

関係で、１項の企業債では４億４３０万円、２項の国⋞県支出金では１億９８３万

円で計上しております。

２４ページは資本的支出になります。１款資本的支出は７億２５２万０００円、

１項１目の事務費は、水道施設整備事業に伴う人件費として職員１名分の費用を計上し

ております。２目施設費は、１節委託料は水道施設整備事業設計及び施工管理委託料と
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して１００万円、２節工事請負費の水道施設整備事業は５億１３３万０００円で、

主な事業内容は、各浄水場の計装盤設備の更新、薬品注入設備の更新、水質計器の更新、

猪篠、川上の急速ろ過器の更新、上小田の配水池の更新、昭和橋の連絡管、越知谷簡水

から根宇野簡水の連絡管等の工事予定として予算計上しております。

そのほか８ページから１７ページにかけては、キャッシュフロー計算書、給与費明細

書、予定損益計算書、予定貸借対照表を掲載しております。

以上で平成２８年度水道事業会計予算の詳細説明を終わります。よろしく御審議いた

だきますようお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第４２号議案の提案説明は終わりました。

次に、第４３号議案、平成２８年度神河町下水道事業会計予算について、提出者の説

明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２８年度神河町下水道事業会計予算でございます。

町内の水洗化率は９ ５％と高い数字となっており、住民の皆様に快適な生活環境を

提供するとともに、公共用水域の水質保全を図っています。

財務状況につきましては、平成２７年度末の累積欠損金は１３億９９９万０００

円を見込んでおり、大変高額となっていますが、平成２８年度純利益は８９２万０

００円となる見込みです。減価償却費を原資とした内部留保資金を運用しまして、資金

不足に陥らないよう心がけて事業運営を行っていきます。

平成２８年度事業につきましては、水洗便所設置戸数８６７個、年間処理水量１３

９万０００立方メートルを見込んでおります。建設改良事業では、２７年度に引き続

き処理場の統廃合及び長寿命化計画策定を予定しております。第３条予算の収益的収入

支出は同額の７億９８１万０００円を予定しております。第４条予算の資本的収入

は２億１３８万円、支出は４億５７９万０００円を予定しており、収入が支出に対

して不足する額２億４４１万０００円は過年度分損益勘定留保資金等で補填するこ

ととしております。資本費平準化債は１億４８０万円、また、建設改良事業では計画

策定等の委託料１２０万円、それに伴う国庫補助金と下水道事業債、それぞれ５５

０万円を計上しております。一時借入金の限度額は１億円、議会の議決を経なければ流

用することのできない経費、職員給与費を１２９万０００円、一般会計からの補助

金は４億円を予定しております。棚卸資産購入限度額を１００万円と定めています。

以上が提案理由並びに内容でございます。

なお、詳細につきましては上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議

をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。
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上下水道課長。

○上下水道課長（中島 康之君） 上下水道課の中島です。それでは、第４３号議案、平

成２８年度下水道事業会計予算の主なものについて詳細説明をさせていただきます。

それでは、１８ページをお願いいたします。予算実施計画説明書で収益的収入でござ

います。１款下水道事業収益は７億９８１万０００円で、１項１目下水道使用料は

総件数６２２件で２億１３９万０００円、２目他会計負担金として２億０８５万

０００円、減価償却費の減により前年度対比５５８万０００円の減となっています。

３目その他営業収益、２節雑収益の新規加入金ですが、地方創生の関係で一般家庭分は

免除となっておりますので、中村の若者世帯で６口と事業所、予備等の想定で９口の予

定としております。２項２目他会計補助金では、一般会計補助金として１億４３１万

０００円、償還利息の減少により９２４万０００円の減となっています。３目長期

前受け金戻入です。事業費の関係で昨年度より減っております。国庫補助金、県補助金、

受益者負担金、受贈財産評価額を合わせて１億７３２万０００円の予定です。

続きまして、１９ページをお願いいたします。収益的支出でございます。１款下水道

事業費用は７億９８１万０００円で、収益と同額となっております。１目の管渠費

は９４０万０００円で、対前年度比９７万０００円の増で下水道管及び６８カ所

のマンホールポンプの維持管理費用となっています。電気代の値上げで動力費を増額し

ています。あとは昨年とほぼ同じ金額となっております。

次に、２０、２１ページをお願いいたします。２目処理場費は１億６７９万００

０円で、対前年度比６５０万円の減で１２カ所の処理場の維持管理に係る費用です。昨

年度の実績により予算計上をしております。（発言する者あり）

○議長（安部 重助君） ちょっと待って。

○上下水道課長（中島 康之君） 済みません。対前年度比６５万円の減で１２カ所の処

理場の維持管理に係る費用です。

次に、２２、２３ページをお願いします。３目総係費は７９５万円で、職員４名分

の人件費と旅費、修繕費等の事務管理費等を計上しております。対前年度比８７３万

０００円の増となっております。大きな要因は２３ページの１５節委託料で、下水の統

廃合に係る事業計画変更業務委託料として０００万円の計上によるものです。４目減

価償却費は３億６０８万円で、今年度は償却費が減少していますので対前年度比１

６６万０００円の減で、建物、構築物、機械及び装置等の減価償却に充当するもので

す。２項１目支払い利息及び企業債取扱諸費で１億４４２万円で、支払い利息の減少

により対前年度比９２４万０００円の減となっております。２４ページで、２目消費

税１７３万０００円を見込んでおり、対前年度比１００万０００円の減となってい

ます。

２５ページをお願いいたします。資本的収入でございます。１款資本的収入は２億１

３８万円で、対前年度比８２３万円の増で、要因は、昨年度に引き続き下水道の統廃
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合計画の全体計画策定と公共処理場の長寿命化基礎詳細調査によるものでございます。

３項の負担金交付金は、企業債元金償還補填として４８３万円計上しています。３条

予算の収益的収入の他会計負担金、他会計補助金と合わせて、前年同様で４億円の一般

会計からの繰り入れとなっています。

次に、２６ページをお願いします。資本的支出でございます。１款資本的支出は４億

５７９万０００円で、対前年度比５１４万０００円の増となっております。主

な要因は、事務費として３０万円の計上をしたのと、２目１節の委託料として統廃合計

画策定委託料０００万円、長寿命化基礎詳細調査委託料１２０万円を計上しており

ます。

そのほか８ページから１７ページは、キャッシュフロー計算書、給与費明細書、予定

損益計算書、予定貸借対照表を掲載しております。

以上で平成２８年度下水道事業会計予算の詳細説明とさせていただきます。御審議よ

ろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第４３号議案の提案説明は終わりました。

次に、第４４号議案、平成２８年度公立神崎総合病院事業会計予算について、提出者

の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２８年度公立神崎総合病院事業会計予算でございます。

近年、地域住民の医療ニーズの高度化、多様化等、病院を取り巻く環境が大きく変化

する中で、公立病院として地域医療の確保のために重要な役割を果たしていますが、医

療制度改革に加え、診療報酬の改定や深刻な医師不足等により極めて厳しい状況にあり

ます。まず、医師確保につきましては、大阪医科大学から内科医、神経科医を非常勤で

派遣していただいていますが、大学からの常勤医師の派遣は依然厳しい状況にあり、医

師を初めとするマンパワー不足により、地域住民の皆様に満足いただける休日、夜間の

診療体制がとれない状況であることから、内科医師等の確保が急務となっています。大

阪医科大学、神戸大学には、引き続き医師の派遣を積極的にお願いしてまいります。

そのような中で、当病院では、従前から病院の体質強化を図り、いかなる環境下に置

かれても存続できるよう中期経営計画を立案し、実践しております。第７次中期経営計

画の２年目である今年度は、医療安全、当院を頼りに来られる患者様の身になった対応、

経営改善、魅力ある病院づくり、そして北館改築に重点を置き、また早期発見、早期治

療で健康な町づくりに向け、健診業務を中心に予防医療の充実を図るとともに、地域包

括ケアシステムの構築や在宅医療、介護連携の推進のために医師会や行政等との連携を

深め、地域の公立病院として地域医療のリーダーの役割を認識して取り組むと同時に、

将来の病院の維持発展のために医療スタッフが集まる特色と魅力ある病院づくりを最大
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の目標として努力していきます。

そこで、平成２８年度予算では、病床数１５５床、年間患者数は、入院で４万４２

０人、外来では年間１２万１５２人を予定いたしております。第３条予算では、収益

的収入及び支出の総額を３３億５６９万０００円と定め、第４条予算では、資本的

支出９億５６５万０００円を予定し、資本的収入は７億４００万０００円で、

この不足する額１億１６５万円は損益勘定留保資金で補填することといたしておりま

す。公立神崎総合病院は「ハートのふれあう地域医療をめざして」をテーマとして、新

たな挑戦の基礎となる重要な年であることを十分に認識しながら、職員一丸となって頑

張ってまいります。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては病院総務課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願いい

たします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 秀明君） 病院の藤原でございます。それでは、詳細

説明をさせていただきます。

予算実施計画説明書で説明をさせていただきますので、２７ページをお願いいたしま

す。２７ページは収益的収入及び支出でございまして、その収入でございます。１款病

院事業収益の１項医業収益で３０億１３４万０００円、うち入院収益で１７億４

１４万０００円、外来収益で１１億０３８万０００円、大畑診療所収益で１３６

万０００円でございます。その他医業収益は１億５４５万０００円で、室料差額

収益、人間ドック、健診、予防接種等、保健事業の公衆衛生活動収益でございます。

次に、２８ページをお願いいたします。２項医業外収益で２億４３５万円、うち１

目の負担金交付金２億０００万円につきましては、一般会計からの繰り入れでござい

ます。２目補助金は、産科医等育成確保支援事業などの県補助金でございます。３目患

者外給食収益で１４５万０００円、４目長期前受け金戻入につきましては国庫補助金

などの戻入分でございます。５目その他医業外収益が不用品販売収益と住宅家賃などで、

その他医業外収益で０５７万０００円でございます。２９ページの３項の特別利益

の固定資産売却益は科目設定でございます。

３０ページをお願いいたします。３０ページは支出でございます。病院事業費用全体

で３３億５６９万０００円で、１項医業費用３２億３０８万０００円で、うち

１目の給与費は２２億１７３万０００円で、医業費用の６８％を占めております。

節では、医師給から３４ページの法定福利費引当金繰入額までを計上しております。

３４ページをお願いいたします。３４ページの２目材料費で４億３０８万０００

円につきましては、薬品費、診療材料費、給食材料費、医療消耗備品費でございます。

３５ページの３目経費につきましては３億８０２万０００円で、報償費から雑費ま
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ででございます。中でも、次の３７ページでございますが、３７ページの１４節委託料

が大きくございまして、１億５７３万０００円で各種業務を委託しているところで

ございます。

次に、３９ページをお願いいたします。３９ページの４目公債費で３００万円、５目

減価償却費で１億１５６万円で、これにつきましては、本館等の建物、構築物、医療

器械備品の減価償却でございます。６目資産減耗費は５００万円を予定をしております。

７目研究研修費の７７２万円は、講師謝金、図書費、研修旅費、研究雑費などでござ

います。４０ページをお願いします。４０ページの８目大畑診療所費用は２９６万０

００円で、看護師給から需用費までを計上しております。２項の医業外費用は１１９

万円で、うち１目の支払い利息及び企業債取扱諸費の１節企業債利息は３１８万０

００円、２節一時借入金利息５００万円を予定しております。２目長期前払い金償却３

９９万０００円は、控除対象外消費税の償却でございます。３目患者外給食材料費で

６１万０００円、４１ページに行きまして、４１ページの４目消費税で０４０万円

でございます。５目の雑支出につきましては、大阪医科大学の５０周年記念事業への寄

附１００万円などを予定をいたしております。

次に、４２ページをお願いいたします。４２ページは資本的収入及び支出の収入でご

ざいますが、１項企業債６億１６０万円は医療器械購入分と北館の設計分でございま

す。２項出資金は１億円で、一般会計からの出資金でございます。３項固定資産売却代

金は科目設定でございます。４項投資の長期貸付金は医師修学資金貸付金を貸し付けて

おったものの返還される分の収入でございます。

続きまして、４３ページは支出でございます。１款資本的支出では、１目病院増改築

事業費で北館改築に伴う設計委託料で９６５万円、医療機器備品購入費で５億３１

４万０００円でございます。医療機器の内訳につきましては予算説明資料に添付をさ

せていただいておりますけども、大きなものとしましては、電子カルテと医療用画像管

理システム、略称でＰＡＣＳと申しますが、その分が大きなものでございます。２項企

業債償還金２億７４５万０００円は企業債償還の元金分でございます。３項投資の

１目長期貸付金５４０万円につきましては、１節の医師修学資金貸付金で月額２０万円

の１名分と、看護師修学資金貸与金で月額５万円の５人分を予定をいたしております。

４４ページ、４５ページにつきましては注記事項でございます。

以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第４４号議案の提案説明は終わりました。

以上で平成２８年度各会計予算の提案説明が終わりました。

なお、質疑については第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

⋞ ⋞

日程第２ 承認第１号

○議長（安部 重助君） 日程第２、承認第１号、神河町男女共同参画推進計画の策定の
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件を議題といたします。

承認第１号に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 承認第１号の提案の理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本承認議案は、神河町男女共同参画推進計画策定の件についてでございます。

男女共同参画社会基本法では、少子高齢化の進展や人口減少等、我が国の社会情勢の

急速な変化に対応していく上で、男女が性別にかかわりなく、ともにその個性や能力を

最大限に発揮できる男女共同参画社会の実現が必要で、社会全体で取り組むべき最重要

課題とされています。また、同法第１４条第３項において、男女共同参画社会を実現す

るために、市町村は県の計画等を勘案して基本的な計画を定めるように努めなければな

らないと規定されていることから、このたび神河町における男女共同参画の課題を探り、

方向性を明らかにし、施策を総合的かつ計画的に推進していくために、このたび神河町

男女共同参画推進計画を策定したものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございまして、神河町議会本条例第１４条の規定に基

づき議会の承認を求めるものでございます。

詳細につきましては、総務課地域創生特命参事から御説明させていただきますので、

よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

総務課地域創生特命参事。

○総務課副課長兼地域創生特命参事（藤原登志幸君） 総務課、藤原でございます。それ

では、計画の内容の概要の説明をさせていただきます。

まず、７ページをお開きをいただきたいと思います。計画の位置づけと期間でござい

ますが、文中の最後の段落になりますが、本計画の計画期間は平成２８年度から３２年

度までの５年間で、必要に応じて見直しを行うこととしております。

次に、策定委員会についてでございますが、少しページが飛びますが、後ろのほう、

５７ページをお開きください。計画の策定に当たりましては、策定委員会を設置し、御

議論をいただいております。委員会のメンバーは、各種団体の御代表、専門家など１４

名の委員の皆様に御協力をいただきまして、５５ページにございますが、策定経過のと

おり、３回の委員会で御議論をいただいたところでございます。

それでは、いま一度７ページのほうにお戻りをいただきたいと思います。７ページで、

策定に当たりましては住民意識調査を実施をいたしております。町内居住の２０歳以上

０００人の方を対象に実施をしまして、回収率は５ ７％となっております。また、

役場各課の事業の洗い出しのためにヒアリング調査を行い、課題や今後の方向性等を把

握するとともに、庁内調整会議等を開催して検討を加えております。

以降、ページを追いながら大まかな構成を中心に御説明をさせていただいて、全体の
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概要は後ほど概要版で御説明をさせていただきます。

８ページからにつきましては、統計から見る現状と課題、少しめくっていただいて１

７ページからは、住民意識調査から見る現状と課題を記載をいたしております。そして、

また後ろになりますが、２７ページをお開きをいただきたいと思います。２７ページの

ほうで、３、課題のまとめで、ここまでの現状と課題から明らかになった内容を、まず

にありますが、男女共同参画に関する意識改革、理解の促進、次の２８ページの 雇

用等における男女共同参画の推進と、仕事と家庭生活の両立の推進、次に、 男女の安

全⋞安心な暮らしの実現、３０ページの になります。あらゆる分野における女性の活

躍推進の４つの項目で課題を取りまとめております。

３１ページには基本理念を、下にございますように「誰もがともに認めあい ハート

がふれあうまち かみかわ」と定め、一人一人がお互いを認め合い、性別にかかわりな

く発揮されるその個性と能力を活力ある町づくりに生かしていくこととしております。

この基本理念を具体化した目標として、３２ページに、先ほどの課題で整理をした項

目を４つの柱としまして設定をして、３４ページ以降で４つの基本目標に対する基本施

策、また実施をしてまいります主要事業とともにそれぞれ取りまとめ、４８ページから

は目標値を一覧として、主要事業を展開した結果として３１年度の目標値を示しており

ます。これらを３３ページのほうで計画の体系として一覧にまとめてございます。

次に、全体の概要についてでございますけれども、最終ページ、７９ページの次をめ

くっていただいたところに資料１として添付をしております、カラー刷りの概要版をご

らんをいただきたいと思います。表紙をおめくりいただきますと、見開きで先ほどの４

つの基本目標ごとに概要を記載をしております。

まず、左上の黄色の四角囲みになりますが、基本目標１として、男女共同参画に関す

る意識改革、理解の促進についてですが、一人一人が性別にとらわれることなくお互い

の個性を尊重し認め合うことができるよう、情報提供や啓発、教育の推進、学習機会の

充実等を通じて男女共同参画の意識を育むこととし、基本施策を、１、男女共同参画を

推進する情報の提供、次に２として、学校等における男女共同参画の推進、３つ目に、

多様な選択を可能にする学習の推進として、目標値、平成２６年度の実績値、平成３１

年度の目標値の重立ったものを記載をいたしております。なお、具体的な事業の展開に

ついては、本編の３４ページから記載をいたしております。

以下、それぞれの基本目標に対して同様の記載方法で取りまとめをいたしておるとこ

ろでございまして、基本目標２については、雇用等における男女共同参画の推進と、仕

事と家庭生活の両立の推進を基本目標として、就労の場における支援や情報提供、仕事

と子育て、介護との両立支援に向けて制度の周知、充実を図ることとして、３つの基本

施策を掲げ、具体的な事業展開については本編の３７ページから記載をしておるところ

でございます。

次に、基本目標３、男女の安全⋞安心な暮らしの実現についてですが、住みなれた地
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域で性別にかかわらず誰もが安心して暮らせるよう、一人一人に応じた支援を行うこと

ができる環境づくりを進めることとしております。基本施策として４つの施策を掲げ、

具体的な事業の展開については本編の４１ページから記載をしております。

最後に、基本目標４でございますが、あらゆる分野における女性の活躍推進としてお

ります。町の審議会を初め、地域団体等における女性の参画を推進をします。また、役

場が取り組みを率先できるよう、庁舎における環境整備等を推進をしてまいります。基

本施策については２つの施策を掲げ、具体的な事業の展開については本編の４５ページ

から記載をしておるところでございます。

各目標値につきましては、アンケート調査による項目については国あるいは県等の数

値水準まで引き上げていくということ、あるいは、住民意識調査における男女の意識差

をなくすといったようなことを目標値といたしておるところでございます。また、乳が

ん検診等についての目標値で実績値から目標値が下がっているといったような項目もご

ざいますが、人口減少に伴い対象者の減少であるとか、自己検診の方法が浸透してきて

いる、こういったことも考慮した結果となっているところでございます。

このたびの男女共同参画の推進計画につきましては、これまで人権等を中心にした取

り組みに加え、各課実施の事業を男女共同参画を意識した内容を組み入れるなど、見直

しを行いながら情報提供や啓発等を中心に実施をしていくということで計画をいたして

おります。

なお、概要版の裏面、最後のページになりますが、計画の推進に当たりましては、総

務課を中心として庁内関係部局との連携の強化のもとに、住民、関係団体、事業所など

と協働しながら男女共同参画の視点に立って総合的に取り組むことといたしております。

なお、進捗管理につきましては、定期的に実績調査やヒアリングを行い、活動指標や

成果指標の変動を確認し、フォローアップを行いながら進捗管理を行うことといたして

おります。

以上、計画概要の説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で承認第１号に対する提案説明が終わりました。

なお、質疑につきましては第３日目以降に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第３ 承認第２号

○議長（安部 重助君） 日程第３、承認第２号、第２期かみかわ教育創造プラン（神河

町教育基本計画）の策定の件を議題といたします。

承認第２号に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 承認第２号の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本件は、第２期かみかわ教育創造プラン（神河町教育基本計画）の策定の件について、

神河町議会基本条例第１４条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
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詳細につきまして、教育長課長から説明しますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

教育課長。

○教育課長（松田 隆幸君） 教育課の松田でございます。それでは、計画策定の概要を

御説明いたします。資料のほうは後ほどごらんいただくということで、策定経緯につい

て、まず御説明をさせていただきます。

教育基本計画では、教育基本法第１７条で、政府は教育の振興に関する施策について

基本的な計画を定めなければならない、また、第２項では、地方公共団体においても地

域の実情に応じ計画を定めるよう努めなければならないとされております。これらに基

づきまして、平成２２年度に平成２３年から２７年度の５カ年を対象とする第１期神河

町教育基本計画を策定し、神河町の教育の振興を推進してきました。今回、第２期の基

本計画を、第１期基本計画の検証と改善、また国及び県の教育基本計画や町の長期総合

計画、また後期基本計画など、他の計画との整合性も確認しながら神河町教育振興基本

計画策定委員会を中心に策定し、総合教育会議、また教育委員会、社会教育委員会等で

も確認いただいたところでございます。第２期の対象期間は平成２８年度から平成３２

年度までの５カ年で、その名称を第２期かみかわ教育創造プラン（神河町教育基本計

画）といたしました。今後もこの計画を基本に神河町の教育を推進していきます。

それでは、資料の５ページをごらんください。５ページには、計画の内容の構成とし

まして基本構想図を記載しております。まず、第２期のプランの基本理念、次に、目指

す人間像と目指す教育目標を上げた上で、学校教育では３つ、社会教育では１つの計４

つの基本方針のもと、それぞれの実践目標と具体的な実践内容を上げております。

６ページをごらんください。基本理念につきましては、町長もよく申し上げておりま

す、神河を担う子供たちのふるさと意識の醸成を基本に「ふるさとを愛し こころ豊か

で 自立した 神河の人づくり」といたしました。

ここから後の詳細内容につきましてはそれぞれ資料でお目通しをいただくこととしま

して、概要のほうを説明します。まず、目指す人間像ですが、夢や志の実現に努力する

人間、ふるさと神河を担う人間、また、現在、未来を生き抜く人間の３つの人間像とし

ています。次に、目指す教育目標としまして、自立してたくましく生きる力、思考力、

判断力、表現力、人権を尊重し多様な人々と共生する態度、社会性豊かな心、ふるさと

を愛する心を育てるという５つの目標としております。

７ページをごらんください。ここからは、基本方針と実践目標でございます。１つ目

の基本方針につきましては、自立して未来に挑戦する意欲や態度の育成としまして、ま

ず１つ目に、キャリアプランニング能力の基礎を養う、２つ目に、達成感や自己有用感

の持てる体験活動を充実する、３つ目に、国際化に対応した教育を充実する、４つ目に、

ふるさとの伝統や文化を尊重する態度を育成するの４つの実践目標を上げました。今の
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子供たちの置かれている環境の中で、これから求められる能力の育成を目標としていま

す。それぞれの施策や具体的実践と評価の基準については省略をさせていただきます。

９ページをごらんください。２つ目の基本方針につきましては、生きる力を育む教育

の充実としまして、１つ目に、学び合う確かな学力を育成する、２つ目に、支え合う豊

かな心を育成する、３つ目に、育み合う健やかな体を育成する、４つ目に、幼児期教育

の充実を図る、５つ目に、特別支援教育の充実を図るの実践目標を上げています。教育

の基本であります知⋞徳⋞体の育成とあわせまして、今重要な視点とされています幼児

教育や特別支援教育の充実を目標といたしました。

飛びまして、１５ページをごらんください。３つ目の基本方針です。３つ目は、子供

の学びを支える仕組みの確立として、１つ目に、校長、園長のリーダーシップのもと、

学校、園の組織力と個々の教職員の資質を向上させる。２つ目に、子供たちが楽しく安

心して学校、園生活を送れる安心⋞安全な学習環境を整備する。３つ目に、家庭教育の

支援に取り組み、家庭の教育力を向上させる。４つ目に、地域全体で子供を育てる環境

づくりを推進するの４つの実践目標を上げ、学校組織及び教職員、安心⋞安全な学習環

境として体制の充実と給食の充実、そして家庭教育と地域の教育力の向上を実践目標と

いたしております。

最後に、２０ページから社会教育分野についての基本方針としております。社会教育

分野では、生涯学習の学びの支援としまして、１つ目に、人権文化の根づくひと⋞まち

づくりを推進する、２つ目に、生涯を通じた学びの機会の提供を推進する、３つ目に、

歴史文化財の保護保存⋞活用継承を推進すると３つの実践目標を上げております。

２つ目の学びの機会の提供につきましては、スポーツ、家庭、地域の教育、青少年の

健全育成、地域交流センター事業、公民館事業の５つの項目について上げております。

なお、このプランをもとに、毎年その年度の具体的な取り組み内容を示す「かみかわ

の教育」という冊子を教職員に配布し、目標達成に向けて実践をしていきたいと思って

います。

以上、詳細につきましては説明を省きましたが、概要ということで第２期かみかわ教

育創造プランの説明といたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については第３日目以降に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第４ 承認第３号

○議長（安部 重助君） 日程第４、承認第３号、神河町歴史文化基本構想の策定の件を

議題といたします。

承認第３号に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 承認第３号の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。
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本件は、神河町歴史文化基本構想の策定の件について、神河町議会基本条例第１４条

の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

なお、詳細につきまして教育課長から説明しますので、よろしく御審議をお願いいた

します。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

教育課長。

○教育課長（松田 隆幸君） 教育課、松田でございます。それでは、計画策定の概要を

御説明いたします。資料につきましては後ほど見ていただくとしまして、まず、この計

画策定に至る経緯について御説明をしたいと思います。

当初、教育課では、神河町で最も古くから栄えた兵庫県指定文化財の福本遺跡の整備

計画を策定する予定でした。そのため平成２６年度には福本区においてワークショップ

を開催し、整備構想の素案をつくりました。そして、県の文化財課にこれらの取り組み

について相談に行ったところです。

その県に相談に行ったときの県の文化財課からの指示、指導としまして、今、国では、

一つの指定文化財、つまり福本遺跡の活用構想を策定するというような時代ではなくて、

歴史文化基本構想という新しい概念のもと、歴史文化を生かして町づくりを進めるとい

う大きな視点で計画する時代に変わっている。平成２３年度にはモデル的に全国２０カ

所で構想が策定され、他の都市でも取り組みが始まっている。兵庫県では篠山市がモデ

ル地区として県下初めて取り組み、その後、姫路市や淡路市、また朝来町が取り組んで

いるところである。また、神河町には多くの歴史文化遺産が受け継がれている中で、こ

れからの町づくりには、歴史文化基本構想の策定は重要な役割を果たすことになるであ

ろう。幸いにも神河町では、これまで地域サロン事業などにより地域の宝物の掘り出し

など資料も蓄積され、歴史講演会等で意識も高まっている。逆に、少子化や担い手不足

により、これら遺産が喪失の危機にさらされているという課題もある。そういう状況の

中で、今、町民や専門家、行政、さらには出身者や来訪者などが協働して取り組みを進

めるための目標や方針を共有して、さらにその取り組みを後押しする仕組みが必要だと

いう指導を受けました。そして、タイミングよく国の歴史文化基本構想策定事業の補助

金を受けることができまして、神河町の歴史文化の魅力を高め、歴史文化を生かした町

づくりのためのマスタープランとなる基本計画を策定するに至ったところであります。

それでは、資料をごらんいただきたいと思います。資料の１ページ、２ページにつき

ましては、今申し上げました時代背景であったり歴史文化構想の位置づけなどを記載し

ております。

また、３ページ、４ページには、今年度取り組みました策定委員会の体制、また今年

度の取り組みについて記載をしております。

次に、５ページをごらんいただきたいと思います。５ページには、歴史文化、歴史文

化遺産とは何かを説明しております。簡単に申し上げますと、県や町の指定文化財だけ
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ではなくて、祭りや行事、食文化、建物や自然、説話や伝承など、人、物、事が織りな

す全てのもの、さらには風土などの周辺環境までも含めたものを歴史文化だと定義をし

ております。

７ページから７０ページまでにつきましては、神河町がたどってきました歴史文化と

町や地域が持っております歴史文化遺産について、これまでの文献や各種の調査資料な

どをもとにまとめております。これまでは、それぞれの資料が別々にあったものをほぼ

網羅しており、この７ページから７０ページまでの中に一つにまとめております。今後

の活動のベースになる貴重な資料になったと思っております。

そして、７１ページ、７２ページをごらんください。ここには、神河町の歴史文化に

おける町づくりの課題を掲載しておるところでございます。

詳細につきましては省いておりますが、７３ページからは、これからの町づくりにつ

いて記載をしております。７３ページ、最初に、歴史文化を生かした町づくりの目標を

我が町の宝物を輝かすと設定した上で、２つの基本方針を７４ページに上げております。

１つ目の基本方針として、我が町の宝物を輝かす基盤づくりとして、宝物の掘り起こし、

人づくり、仕組みづくりの３つの基盤づくりを上げ、２つ目の基本方針としまして、町

の歴史文化遺産と地域の歴史文化遺産を守り、育み、生かすとして、７５ページからは、

この基本方針に基づいた具体的なこれからの取り組みの考え方を記載しております。

省略しますが、８６ページをごらんいただきたいと思います。８６ページからは「か

みかわ歴史文化ものがたり」と題しまして、神河町の歴史文化を、自然、なりわい、道、

記憶の４つの歴史文化のテーマのもと、９つの物語として系統的に分類し、連係づけて

整理して、今後、地域や各種団体が歴史文化を生かすための資料としてまとめておりま

す。既に進められて軌道に乗っているものもたくさんありますが、廃れているものもあ

り、これからの活動を行政としても支援していきたいというふうに考えております。

最後に、１２７ページをごらんください。１２７ページには、今後の歴史文化遺産を

保存活用していく基本的な考え方を示しております。前項の８６ページ以降で整理しま

した「かみかわ歴史文化ものがたり」に示した遺産につきましては町全域に広く分布し

ており、歴史文化を生かした町づくりの取り組みは町全域で展開していくことが基本で

はございますが、この基本の上に立ちまして特に優先的、重点的に施策を実施していく

歴史文化保存活用地域というものを設定しまして、神河町歴史文化の保存活用を効果的

に展開していきたいと考えております。これらの区域の指定につきましては、現在、日

本遺産としての登録が進められています銀の馬車道とも連動した取り組みにしていきた

いと考えております。このほかにもう一、二カ所設定したいと考えておるところでござ

います。

なお、平成２８年度には、引き続き国の補助金をいただきまして、基本構想の資料と

して基本構想の概要版を作成し全戸配布いたしますほか、町内４０集落の歴史文化遺産

を詳しく書きました地域カルテをまとめ、さらに、先ほど説明いたしました歴史文化保
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存活用地域の設定、また、その地域の具体的な保存活用をするための実施計画を策定す

る予定にしております。

詳細内容につきましては省きましたが、以上、神河町歴史文化基本構想についての概

要の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

⋞ ⋞

○議長（安部 重助君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

次の本会議は、あす３月３日午前９時再開といたします。

本日はこれで散会といたします。どうも御苦労さんでした。

午後３時３６分散会
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